


   センター長挨拶    

 
香川大学「産学連携・知的財産センター」は、平成 30 年 4 月 1 日より、「社

会連携・知的財産センター」から名称を変更し、新たなスタートを切りました。 

これは、地域連携及び産学官連携体制の一層の強化を図るとともに、全学を挙

げて組織的に対応するため、平成 30 年 4 月 1 日に「産学官連携統括本部」を学

内に新設し、二つのセンター（産学連携・知的財産センターおよび地域連携・

生涯学習センター）を統括するための組織改革の一環によるものです。 

産学官連携統括本部を設置した目的は、企業や自治体等からの技術的な相談

や研究依頼だけでなく、地域に係る様々な相談やニーズ情報を集約する窓口を

全学的に一本化することにより、教育、研究、社会貢献等全てについて、【組織】

対【組織】として対応するためです。そのため、集約された相談内容やニーズ

情報を元に、産学官連携統括本部にて迅速かつ的確に関係機関への橋渡しや研

究プロジェクトチームの編成を行い、産官の関係機関とのマッチングを実施し

ます。 

これにより、本学が中心となっての産学官による大型プロジェクトの獲得等

を目指し、香川県域での産業創成・発展と本学の教育・研究の更なる進展に全

学の知を結集させて寄与することを最大の目標とします。 

当センターもまた、これまで通りの産学連携の推進と知的財産の管理、活用に

向けた取り組みも継続して行うことと並行し、「産学官連携統括本部」や学内関

係組織との協働の下でこれまで以上に地域との連携を積極的に推し進めること

を目標とします。 

本学では、地域に根ざした産学官連携活動を含む社会貢献活動を、教育およ

び研究と並ぶ重要な使命と位置づけています。この社会貢献活動は大きく二つ

に分かれており、一つは、地域に根ざした共同研究を推進し、その成果を知的

財産として結実させるとともに、それらの知的財産を基にした、新たな展開、

新たなイノベーションの創出を目指す、どちらかというと、産学連携の色が濃

い活動です。もう一つは、知的財産など産業に関することにはすぐには結びつ

かないですが、地域の行政機関などと連携して地域の問題を解決することに役

立つ、どちらかというと社会貢献の色が濃い活動です。 

最近は、これら研究シーズと地域ニーズを繋ぐ産学連携活動や複数の分野の

専門家の力を結集させたプロジェクト創出も当初は小さく始めたものですが、

年を経て大きな成果として実を結びつつあります。 

例えば、工学部と医学部との連携による医療機器開発を加速させるプロジェ

クトにおいては、地元企業へのライセンスと製品化にまで至ったことや、平成

29 年度全国発明表彰 21 世紀発明奨励賞・21 世紀発明貢献賞を受賞したりする

など、事業化へと繋がった成果が出始めており、今後はベンチャーの設立等へ

と発展していく計画が進んでいます。 

一方で社会貢献の色が濃い活動も全学体制で取り組めるようになったことで

これまで以上に自治体との連携や地域での複数の学部を交えた取り組みができ



るようになることを期待しています。 

このように当センターは大学の知を活かした地域貢献を推進することをメイ

ンに日々活動していますが、今後も学内の組織との連携も強化しながら、学内

シーズ・リソースを最大限に活用し、産学官連携による価値創出に力を入れて

いくことに常に努力してまいります。 

当センターでは、以上のことを着実に進めるため、担当理事、担当副学長の

指揮の下に全学的な活動を展開しています。私どもの活動に対して、産業界を

はじめ地域社会の皆様、学内の教職員の皆様のご協力・ご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。               

産学連携・知的財産センター長  

永冨 太一 
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１．学内シーズと学外ニーズのマッチング推進             

 
（１）技術相談          

 

 

 

 

（２）学内研究シーズの発掘        

 

研究シーズ収集実績（平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月分） 

部局等 件数 

医学部(医学部附属病院を含む)  ２２ 

工学部  １２ 

農学部   ８ 

経済学部   １ 

合計  ４３ 
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（３）企業ニーズの調査              
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 ２ ．研究関連情報の学外提供                             

 
（１）講演会・セミナーの開催          

 
回数 日時・場所 講演題目 講師・所属 参加者数

第 1回 平成 29 年 6月 29 日 

農学部キャンパス 

BW 棟 1 階 106 講義室 

香川大学大学院「知的財産

セミナー（入門編）」 

辻丸 光一郎 氏 

（辻丸国際特許事務所 

弁理士、香川大学客員教授） 

43 名 

第 2回 

 

平成 30 年 3月 2日 

社会連携･知的財産センタ

ー３階セミナー室 

「新規事業形成と資金調

達－地方からのアプロー

チ－」 

鈴木 規文 氏 

（株式会社ゼロワンブースター 

代表取締役） 

18 名 

 
 

（２）各種メディアによる広報活動    
 

区 分 名  称 備   考 

百十四銀行関連 
（財）香川経済研究所 
「調査月報」 

11 件の研究シーズ掲載 

香川銀行関連 
香川ニュービジネスク

ラブ事務局 
「KNBC NEWS」 

毎月 1 件の研究シーズ掲載 

 

 

（３）展示会・イベント等の出展の支援      

 

展示会・イベント名 出展年月
出 展 内 容 

※発明者が複数の場合は代表者のみ記載 

香川県新技術・新工法展示会

商談会 ｉｎ Ｈｏｎｄａ 
H29.7 

（a）広告表示プリンタシステム「KadaPos」 

（b）観光日記生成・印刷システム「KaDiary」 

（工学部 八重樫理人先生）

イノベーションジャパン 2017 

（東京ビッグサイト） 
H29.8 

（a）希少糖 新領域とのコラボレーション 

（香川大学 組織展示）

（b）POC に基づいた（プロ）レニン受容体をターゲッ

トとした新規がん治療 

（医学部 西山成先生）

新技術説明会 

（JST 東京本部別館 1F ホール） 
H29.11 

（a）タンパク質などを硬化させるゲル化剤 

（農学部 小川雅廣先生）
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展示会・イベント名 出展年月
出 展 内 容 

※発明者が複数の場合は代表者のみ記載 

先端工学研究発表会 2018 

（高松市） 
H30.1 

（a）固体表面・金属種間の相互作用を生かした有

機合成用触媒の開発 

（医学部 和田健司先生）

四国オープンイノベーションワ

ークショップ  

（高知市） 

H30.1 

（a）地域イノベーション事業と赤外分光イメージング

技術 

（工学部 石丸伊知郎先生）

（b）ナノテクノロジープラットホーム事業と農業用セ

ンサ技術 

（工学部 下川房男先生）

（c）義足技術について 

（工学部 井上恒先生）

知財マッチング in かがわ 

（高松市） 
H30.2 

（a）香川大学微細構造デバイス統合研究センター

の紹介 

（工学部 下川房男先生）

（b）日本酒等の製造工程における簡便・迅速モニ

タリング 

（医学部 和田健司先生）
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３．技術交流グループの研究活動の支援                        

 
（１）社会連携・知的財産センター萌芽的研究助成制度の状況        

 

 この制度は、社会連携・知的財産センターが実施する萌芽的研究助成制度への支援であり、企

業と本学教員との共同研究を促進するために必要な予備的研究に対して助成し、共同研究の発

展・活性化に寄与することを目的とするものです。技術や資金が不足し研究に着手するのを戸惑

っている案件があれば、この制度の活用を検討してください。この制度により、大学教員との共

同研究の可能性を事前に調べた上で本格的共同研究をすすめることができます。 

具体的には、下記のような内容です。 

・経  費：１件あたり最高 30 万円 

・募集対象：①企業と本学教員との交流活動から生じたものであって、本学コーディネー 

ターが関与した案件であること 

②また、次のア～ウのいずれかを満たす応募課題であること。 
但し、すでに公的助成を受け、他機関と共同研究を実施又は内定している応

募課題は除く。 
 （審査基準） 
  ア 将来通常の共同研究へ発展する可能性のある応募課題 
  イ 新たに民間企業等と連携が図られる萌芽的な応募課題 
  ウ 企業において初めて共同研究として取り組む応募課題 

（萌芽的とは、独創的な発想、特に意外性のある着想に基づく芽生

え期の研究） 
なお、平成 29 年度は、医学部と農学部共同で 1 件、農学部 1 件、工学部 2 件の合計 4 件を採

択して、それぞれの教員と企業とで萌芽的共同研究が推進されました。 
 
 
 
（２）技術交流グループ活動状況                             

技術交流グループ研究会 活動状況 
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ープ 
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るツールであり、社会変革に資する大きな付加価値を創
出している。IT 産業の変化を概観し、すでに多様な産業
で AI が導入され、先端技術を使ったビジネスが次々登場
している事例も通じて、今後の社会を展望していただい
た。 

31名 
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開催日 ｸﾞﾙｰﾌﾟ名 研究会概要 出席者

8 月 26 日 
バイオマテリアル

工学技術交流グル

ープ 

掛川 寿夫 氏（香川大学工学部 先端材料科学領域 教
授） に「アンチエイジング及びアトピー対策化粧品成分
ILG の生理機能 について」 と題してお話いただいた。 

この講習会は、アンチエイジングやアトピー対策のた
めのアンミュー化粧品に配合されている世界初の機能性
化粧品成分 ILG（イソリクイリチゲニン）の生理機能につ
いて詳細に学ぶものである。年々、新しいアンチエイジ
ング対策化粧品が、生み出されている。多くの製品は、
他社との差別化を目的として、様々な成分を配合してい
る。また、多くの製品が、大々的にテレビやラジオなど
のマスメディアを利用して宣伝販売されている。しかし
ながら、それらの成分を配合した化粧品の機能が実際に
効果的であるかどうか検証されている製品は少ない。こ
れまでの研究で、ILG には、抗酸化作用、フリーラジカル
消去作用、脂質過酸化抑制作用、抗原抗体反応による肥
満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用（抗アレルギー作
用）、抗炎症作用、血小板凝集抑制作用、ヒアルロニダ
ーゼ阻害作用等のアンチエイジング及びアトピー対策に
とって極めて有用な生理機能のあることが科学的に証明
された。ILG を可溶化・均一分散化することにより、アン
チエイジング及びアトピー対策のために重要な多くの機
能を複合的に付加した全く新しいコンセプトの化粧品
（エストフェアンミュー美容液、エストフェアンミュー
化粧水、エストフェアンミュークリーム）を商品化する
ことができた。 

9名 

10 月 6 日 
コンクリート構造

物の耐久性評価グ

ループ 

須藤 敦史 氏（東北工業大学都市マネジメント学科 教
授）に「トンネル技術の変遷と維持管理に関する諸問題」
と題してお話いただいた。 

我が国におけるトンネル工法は、1970 年の後半より新
工法（NATM）が採用され、最近では補助工法の発達によ
り都市部をはじめ、様々な地質に適用されてきている。
さらに、昨今は、トンネル構造物においても、長期にわ
たって安全かつ快適に使用するためには適切な維持管理
が不可欠になってきている。とくに今後は、高度成長期
に蓄積された膨大な社会資本の老朽化が進み、その重要
度は一層高まると考えられている。  

そこで（山岳・シールド）トンネル工法を実例ととも
に説明すると同時に、トンネルなどの維持管理における
現状とその問題点に言及し、維持管理（予防保全）の考
え方とその手法についてわかりやすく解説していただい
た。 

37名 

10 月 11 日 
光学計測技術交流

グループ 

奥山 誠義 氏（奈良県立橿原考古学研究所 企画資料課 
指導研究員）、河﨑 衣美 氏（奈良県立橿原考古学研究
所 企画資料課 技師）のお二人に「文化財の保存と材料・
石造文化財の劣化と保存」と題してお話いただいた。 

我々が目にする文化財は様々な材料でつくられてい
る。それらは多くの場合、長い年月を経て、周辺の環境
の影響を受けて変化している。文化財科学では、自然科
学の技術を応用し、材料調査や劣化現象の解明、文化財
保存のための処置、そしてそれらの研究が行われている。 
前半は、科学技術を駆使して行われている文化財の材料
調査と文化財保存の現状を紹介し、後半には、屋外環境
に曝される石造文化財の劣化現象とその保存対策につい
て、世界遺産であるカンボジア・アンコール遺跡群など
を例に紹介していただいた。 

21名 
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開催日 ｸﾞﾙｰﾌﾟ名 研究会概要 出席者

10 月 31 日 
 
PM 技術交流グル

ープ 

冨永 章 氏（PM ラボラトリー代表）に「良い PM 実践は
隗より始めよう」と題してお話いただいた。 

現代のプロジェクトの内容は変化しがちである。それ
を乗り切るには、PMトライアングルを逆に捉えた DSDM（動
的システム開発法）等が推奨される。しかしそういうこ
とができるには、目的・目標の構造がしっかりしていな
ければいけない。これは人生でも同じことである。 
プロジェクトを予定通りに進めるには予実対比が要る

が、それには予定が必要であり、そして実施こそは何よ
りも欠かせない。個人でやる気が出ない場合を考えれば
すぐわかることである。ではそんな時、どうすれば良い
か。 
プロジェクトに堂々と挑戦し、想定外を乗り切るには、

そこに考え方と自信が必要である。そのためにどうすれ
ば良いか？実践に役立つ方策を議論していただいた。 

28名 

12 月 15 日 
低温乾燥農産食品

研究会 

和泉 秀彦 氏（名古屋学芸大学 管理栄養学部 管理栄
養学科 教授・学科長）に「食物アレルギーの基礎知識 ～
発症と抑制～」と題してお話しいただいた。 

近年、食物アレルギーの患者は増加の一途をたどって
いる。食物アレルギーを引き起こす食品には、卵・牛乳
などの加工食品によく使われるもの、落花生・そばとい
った少量でも食べると重篤なアレルギー症状を引き起こ
してしまうものなどがある。食物アレルギー患者が安心
して食品を食べられるようになること、そして今後、食
物アレルギー患者が増えないようにすることなど、食物
アレルギーに関する課題は多い。 
生体は食品中の栄養素であるタンパク質をアミノ酸に消
化後、吸収し、吸収されたアミノ酸は生体の構成成分と
して生体内で利用される。しかし、ごく少量のタンパク
質が十分に消化されないまま吸収され、生体内で異物と
認識されて過剰な反応を起こす場合がある。このタンパ
ク質に対する過剰な反応が食物アレルギーである。 

本講演では、アレルゲン、食物アレルギー発症および
その抑制に関する基礎知識について解説していただい
た。 

55名 

2 月 8 日 
PM 技術交流グル

ープ 

基調講演で、井藤 隆志 氏(プロダクトデザイナー、大
同大学 情報学部 情報デザイン学科 教授)に「オープン
イノベーションによる新地場産業の創出」と題してお話
しいただいた。 

井藤氏は、プロダクトデザインを通じて地域の企業と
イノベーションを起こす活動をされている。 

4 月からは香川大学創造工学部への着任も予定されて
おり、井藤先生の活動の一端、例えば、岐阜県の瓦屋さ
んとコラボして、SCOO という電動車椅子の開発を行われ
た事例などをご紹介いただき、地域企業との交流の進め
方などをご紹介いただいた。 

会員発表では高橋 暢壮 氏(中央コンピューター株式
会社)に「プロジェクトを成功へと導けるリーダー(PL)の
養成～教育だけでは習得できない、実践的プロマネ手法
の習得と経験・ノウハウの蓄積～」、川上 裕介 氏(株式
会社 DynaxT)に 「計装設備の遠隔監視システムのクラウ
ド化と IoT 化～ハードを含めたトータルシステムの納品
に向ての経験～」と題して発表いただいた。 

引き続き行われたワークショップでは杉本 洋一 氏
（香川大学 キャリア支援センター 副センター長・客
員教授）に「チームワーキングのための性格診断アンケ
ート」と題して、参加者に MBTI アンケートを取り、自己
理解・他者理解のヒントになる知識をお話いただいた。 

34名 
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開催日 ｸﾞﾙｰﾌﾟ名 研究会概要 出席者

2 月 9 日 
光学計測技術交流

グループ 

稲 秀樹 氏（宇都宮大学 オプティクス教育研究センタ
ー 客員教授）に「テレセントリック光学系」と題してお
話いただいた。 

テレセントリック光学系は、光計測、画像処理等の多
くの事例で使用されていると思うが、その光学特性に関
して「過信」されているのではと危惧している。 

テレセントリックとは、瞳（絞りと光学的に共役（結
像関係）なもの）の位置が無限遠にある、という幾何光
学的な物理量である。 

そのため瞳の結像に関しての収差があり、軸外の画角
の主光線と光軸との平行性には誤差がある。 

「瞳の結像」を理解してもらうために、結像系の光学
設計をする時には、どの様に光学設計ソフトウェアを使
用しているかを紹介していただいた。 

30名 

3 月 28 日 
海域環境保全グル

ープ 

青木 響子 氏（株式会社日本興業）に「磯根資源増殖
構造物の開発」と題してお話いただいた。 

瀬戸内海に沈設する目的で開発した 2 種類の小型の藻
礁について、実際に沈設した 2 海域の例を挙げ、それぞ
れの成果、課題、またその対策と効果について検証し、
磯根資源生産力の回復･向上を目指している旨お話いた
だいた。 

これらの成果、課題、対策、効果について東北地方沿
岸海域のウニ食害、観音寺市伊吹島のキジハタの稚魚保
護を例にお話いただいた。 

13名 

3 月 31 日 
海域環境保全グル

ープ 

東条 かおり 氏（日特建設株式会社）に「多孔質体を
用いた海域環境改善」と題してお話いただいた。 

人工魚礁構造物に用いる多孔質体の空隙率を制御する
ことにより、餌料生物の着生促進および海域環境を改善
する技術について解説していただいた。 

11名 

 平成 29 年度総出席者数 269 名

 

技術交流グループによる共催活動 

8 月 9 日 PM 技術交流グループ 

10 月 31 日 PM 技術交流グループ 

2 月 8 日 PM 学会四国支部総会・年次大会 

3 月 2 日 平成 29 年度第 2 回社会連携・知的財産センターセミナー 
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５．外部資金獲得支援による産学官連携研究の推進            

 
（１）各種公募事業等に係る申請書の作成支援      

  

事 業 名 配分機関 採択件数

企業ニーズ解決試験 

（マッチングプランナープログラム ） 

国立研究開発法人科学技術振

興機構 
0 

課題設定型産業技術開発費助成事業 
国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構 
0 

三豊市頑張る企業応援事業 三豊市 1 

百十四銀行学術文化振興財団助成事業 
一般財団法人百十四銀行学術

文化振興財団 
1 

学内申請 平成２８年度第３期中期目標・計画達成のため

の重点配分研究 
国立大学法人香川大学 1 

地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 文部科学省 1 

A-STEP SⅡ、シーズ育成タイプ 
国立研究開発法人科学技術振

興機構 
0 

バリュープログラム 
国立研究開発法人科学技術振

興機構 
2 

戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発) 
国立研究開発法人科学技術振

興機構 RISTEX 
0 

橋渡し研究加速ネットワークプログラム シーズ A 
国立研究開発法人日本医療研

究開発機構 
2 

橋渡し研究加速ネットワークプログラム シーズ B 
国立研究開発法人日本医療研

究開発機構 
0 

創薬ブースター 
国立研究開発法人日本医療研

究開発機構 
１ 

 
 
 

５．外部資金獲得支援による産学官連携研究の推進            

 
（１）各種公募事業等に係る申請書の作成支援      

  

事 業 名 配分機関 採択件数

企業ニーズ解決試験 

（マッチングプランナープログラム ） 

国立研究開発法人科学技術振

興機構 
0 

課題設定型産業技術開発費助成事業 
国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構 
0 

三豊市頑張る企業応援事業 三豊市 1 

百十四銀行学術文化振興財団助成事業 
一般財団法人百十四銀行学術

文化振興財団 
1 

学内申請 平成２８年度第３期中期目標・計画達成のため

の重点配分研究 
国立大学法人香川大学 1 

地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 文部科学省 1 

A-STEP SⅡ、シーズ育成タイプ 
国立研究開発法人科学技術振

興機構 
0 

バリュープログラム 
国立研究開発法人科学技術振

興機構 
2 

戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発) 
国立研究開発法人科学技術振

興機構 RISTEX 
0 

橋渡し研究加速ネットワークプログラム シーズ A 
国立研究開発法人日本医療研

究開発機構 
2 

橋渡し研究加速ネットワークプログラム シーズ B 
国立研究開発法人日本医療研

究開発機構 
0 

創薬ブースター 
国立研究開発法人日本医療研

究開発機構 
１ 
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（１）共同研究の受入状況

H24 H25 H26 H27 H28 H29
受入数 122 146 149 166 173 188

受入金額 96,353 120,048 142,236 166,955 188,707 184,631

※平成29年度社会連携・知的財産センターが関与した件数（31件）

（２）受託研究の受入状況

H24 H25 H26 H27 H28 H29
受入数 94 110 104 127 130 146

受入金額 188,520 216,238 167,801 212,699 231,718 286,960

※平成29年度社会連携・知的財産センターが関与した件数（2件）
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（３）部局別受入状況

共同研究

学部等 件数
工学部 76

農学部 48

医学部（附属病院含む） 44

総合生命科学研究センター 3

教育学部 5

経済学部 1

四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 5

地域マネジメント研究科 1

総合情報センター 2

瀬戸内圏研究センター 1

国際希少糖研究教育機構 2

計 188

受託研究

学部等 件数
医学部（附属病院含む） 116

工学部 11

農学部 11

総合生命科学研究ｾﾝﾀｰ 2

経済学部 2

瀬戸内圏研究センター 1

社会連携・知的財産センター 1

微細構造デバイス統合研究センター 1

四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 1

計 146

平成29年度 部局別共同研究受入状況

工学部

農学部

医学部（附属病院含む）

総合生命科学研究センター

教育学部

経済学部

平成29年度 部局別受託研究受入状況
医学部（附属病院含む）

工学部

農学部

総合生命科学研究ｾﾝﾀｰ

経済学部

瀬戸内圏研究センター

社会連携・知的財産センター

微細構造デバイス統合研究センター

四国危機管理教育・研究・地域連携推進

機構

（３）部局別受入状況

共同研究

学部等 件数
工学部 76

農学部 48

医学部（附属病院含む） 44

総合生命科学研究センター 3

教育学部 5

経済学部 1

四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 5

地域マネジメント研究科 1

総合情報センター 2

瀬戸内圏研究センター 1

国際希少糖研究教育機構 2

計 188

受託研究

学部等 件数
医学部（附属病院含む） 116

工学部 11

農学部 11

総合生命科学研究ｾﾝﾀｰ 2

経済学部 2

瀬戸内圏研究センター 1

社会連携・知的財産センター 1

微細構造デバイス統合研究センター 1

四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 1

計 146

平成29年度 部局別共同研究受入状況

工学部

農学部

医学部（附属病院含む）

総合生命科学研究センター

教育学部

経済学部

平成29年度 部局別受託研究受入状況
医学部（附属病院含む）

工学部

農学部

総合生命科学研究ｾﾝﾀｰ

経済学部

瀬戸内圏研究センター

社会連携・知的財産センター

微細構造デバイス統合研究センター

四国危機管理教育・研究・地域連携推進

機構

（３）部局別受入状況

共同研究

学部等 件数
工学部 76

農学部 48

医学部（附属病院含む） 44

総合生命科学研究センター 3

教育学部 5

経済学部 1

四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 5

地域マネジメント研究科 1

総合情報センター 2

瀬戸内圏研究センター 1

国際希少糖研究教育機構 2

計 188

受託研究

学部等 件数
医学部（附属病院含む） 116

工学部 11

農学部 11

総合生命科学研究ｾﾝﾀｰ 2

経済学部 2

瀬戸内圏研究センター 1

社会連携・知的財産センター 1

微細構造デバイス統合研究センター 1

四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 1

計 146

平成29年度 部局別共同研究受入状況

工学部

農学部

医学部（附属病院含む）

総合生命科学研究センター

教育学部

経済学部

平成29年度 部局別受託研究受入状況
医学部（附属病院含む）

工学部

農学部

総合生命科学研究ｾﾝﾀｰ

経済学部

瀬戸内圏研究センター

社会連携・知的財産センター

微細構造デバイス統合研究センター

四国危機管理教育・研究・地域連携推進

機構

－14－



 

７．発明、特許出願状況等                            

（１）発明件数、特許等出願件数          

  ａ．発明届出件数の年度別推移 

  

区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 合計 

機関帰属 38 38 28 26 34 21 305

個人帰属 3 3 2 2 2 3 35

合計 41 41 30 28 36 24 340

 ＊機関帰属（大学が権利を承継）、個人帰属（大学が権利を非承継） 

 

  ｂ．国内特許等出願件数の年度別推移 

 
区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 合計 

特許単独出願 15 19 10 12 9 3 106

特許共同出願 19 16 14 15 24 14 159

意匠単独出願          0

意匠共同出願 1   1    10

商標単独出願 1     1  2

商標共同出願 1   2    3

品種単独出願 2   1    4

品種共同出願 5        5

合計 44 35 28 28 33 17 289
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ｃ．外国特許等出願件数の年度別推移 

 

区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 合計 

PCT 出願 9 7 8 4 9 15 68

PCT 出願後国内移行 13 32 34 25 19 12 156

パリ条約ルート出願 5       1  6

直接出願      2    2

合計 27 39 44 29 29 27 232

    ＊ＰＣＴ出願後国内移行は、日本国内移行も含む。 ＊直接出願は、米国仮出願も含む。 

 
（２）特許出願等の経費            

 

区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

国

内 

出願費 3,998  3,332 4,858 4,468 3,796  1,191 

中間処理費 3,437  2,547 3,574 1,995 2,525  1,474 

維持費 741  923 1,352 1,646 983  570 

外

国 

出願費 4,009  23,787 10,299 13,768 6,520  3,131 

中間処理費 2,956  3,853 6,279 11,028 11,191  5,034 

維持費 0  272 1,417 1,802 3,707  2,118 

合計 15,141  34,714 27,779 34,707 28,722  13,518 

うち、JST 支援 6,762  22,459 7,983 27,155 15,296  8,276 
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（３）ライセンス契約、収入               

ａ．実施許諾契約等の年度別推移 

 

 
 

区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 合計 

特許実施許諾 3 4 1 1 3 4 16

商標使用許諾 2 1 0 2 1 0 6

品種利用許諾 2 0 0 2 3 0 7

意匠実施許諾 0 0 0 1 1 0 2

著作物利用許諾 0 0 0 2 0 0 2

共同出願企業への権利譲渡 0 0 1 1 1 2 5

譲渡契約 1 1 0 1 1 4 8

秘密保持契約 18 20 25 34 39 13 149

合計 26 26 27 44 49 23 195

 
ｂ．知的財産収入の年度別推移 

 
 

区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 合計(千円) 

権利譲渡 0  0  0 999 725 3,652  4,704 

実施許諾等 1,828  1,944  15,679 7,107 6,449 8,409  35,873 

合計 1,696  1,944  15,679 8,106 7,174 12,061  40,577 
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（４）大学単独所有の公開特許  

No. 
整理 

番号 
公開番号 公開日 発明の名称 

1 JP747 再表 2016/121540 H29.11.24 分光測定装置および分光測定方法 

2 JP746 再表 2016/171042 H30.2.15 分光測定装置 

3 JP699 再表 2014/042148 H26.3.20 がんマーカーおよびその用途 

4 805 特開 2018-19987 H30.2.8 カテーテルおよびガイドワイヤ連携挿入システム 

5 800 特開 2018-30823 H30.3.1 

無担体放射性ハロゲン標識化デオキシハロゲノ‐D-アロース、

非放射性デオキシフルオロ‐D-アロース、およびそれらの前駆

体、ならびにそれらの製造方法 

6 792 特開 2017-196259 H29.11.2 救命救急用内視鏡 

7 788 特開 2017-164142 H29.9.21 リハビリ装置 

8 786 特開 2017-158603 H29.9.14 カプセル型薬剤投与器 

9 785 特開 2017-153844 H29.9.7 マイクロロボット 

10 780 特開 2017-205162 H29.11.24 組織回収器具 

11 779 特開 2017-156245 H29.9.7 分光測定装置 

12 777 特開 2017-156444 H29.9.7 波長選択スイッチ、及び光ノード装置 

13 768 特開 2017-74023 H29.4.20 樹液捕集装置の製造方法 

14 763 特開 2017-58300 H29.3.23 表面プラズモン共鳴測定装置 

15 761 特開 2017-156185 H29.9.7 溶存化学物質濃度測定方法 

16 755 特開 2016-223789 H28.12.28 もろみ中のエタノールとグルコースの定量法及び濾過器具 

17 752 特開 2016-142523 H28.8.8 分光特性測定装置及びその調整方法 

18 740 特開 2016-039848 H28.3.24 蒸気布、その製法、その使用法および蒸気布セット 

19 739 特開 2016-142522 H28.8.8 分光特性測定装置 

20 730 特開 2014-240957 H26.12.25 プラズモン導波路素子、およびその作製方法 

21 721 特開 2016-50188 H28.4.11 セスキテルペンラクトン誘導体およびその用途 

22 706 特開 2015-99105 H27.5.28 放射性物質を含む土壌の除染装置、および除染方法 

 注）みなし取り下げ、拒絶査定が確定したもの等を除く  ※H30 年 3 月 31 日現在において公開中のもの 
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（５）大学所有の登録特許 

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 発明の名称 

1 JP782 特許第6104182 号 H29.3.10 
ルテニウム触媒の製造方法及びルテニウム触媒を用いたアルキ

ン基又はアルケニル基置換化合物の製造方法 

2 JP666-3 特許第5881052 号 H28.2.12 分光特性測定装置 

3 JP666-2 特許第5881051 号 H28.2.12 分光特性測定装置 

4 JP665 特許第5828440 号 H27.10.30 微小粒子測定装置 

5 JP664 特許第5690986 号 H27.2.13 害虫集積装置および害虫集積方法 

6 JP643 特許第5924593 号 H28.4.28 抗癌剤の活性増強剤 

7 JP641 特許第5294181 号 H25.6.21 縫合装置 

8 JP626 特許第5765693 号 H27.6.26 分光特性測定装置 

9 JP625 特許第5637488 号 H26.10.31 分光特性測定装置及び分光特性測定方法 

10 JP624 特許第6051163 号 H28.12.2 ポリオール酸化酵素および該酵素を用いる希少糖の製造方法 

11 JP586 特許第5512887 号 H26.4.4 
成長因子アンカーリング型骨移植材料および成長因子アンカー

リング型骨移植材料製造用キット 

12 JP538 特許第5721195 号 H27.4.3 光学特性測定装置及び光学特性測定方法 

13 JP513 特許第5715046 号 H27.3.20 
目的とするヘキソースを所定量含む原料糖とは異なる糖組成の

糖組成物の製造方法および製造された糖組成物の用途 

14 JP504 特許第5288315 号 H25.6.14 
シクロブチルプリン誘導体、血管新生促進剤、管腔形成促進

剤、神経細胞成長促進剤および医薬品 

15 JP488-2 特許第5932923 号 H28.5.13 
D-タガトースを有効成分として含有する植物病害の防除剤およ

び防除方法 

16 JP488 特許第5816871 号 H27.10.9 
D-タガトースを有効成分として含有する植物病害の防除剤およ

び防除方法 

17 JP425 特許第5521147 号 H26.4.18 マイクロニードルとその冶具 

18 JP401-2 特許第5099378 号 H24.10.5 
養殖魚類腸管絨毛増殖促進体重増加剤と養殖魚類体重増加

飼料 

19 JP401 特許第4466969 号 H22.3.5 鶏用飼料添加増重剤と鶏用増重飼料 

20 JP383 特許第5358186 号 H25.9.6 
デオキシケトヘキソース異性化酵素を用いるデオキシヘキソース

およびその誘導体の製造方法 

21 JP365 特許第5639759 号 H26.10.31 砂糖様味質をもつ新規甘味料、その製造法および用途 

22 JP363 特許第4942001 号 H24.3.9 
Ｄ－プシコース含有甘味料およびそれを使用して得られた飲食

品など 

23 JP341 特許第5013492 号 H24.6.15 精製アントシアニンの製造方法 

24 JP333 特許第5283173 号 H25.6.7 希少糖を含む非う蝕性素材および抗う蝕剤 
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No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 発明の名称 

25 JP332 特許第5317055 号 H25.7.19 
希少糖の筋萎縮性側索硬化症に起因する運動障害の発症また

は進行を遅延するための医薬品 

26 JP331 特許第5633952 号 H26.10.24 
D-プシコースを有効成分とするグルコキナーゼの核から細胞質

への移行の促進剤 

27 JP329 特許第5344466 号 H25.8.23 
デオキシポリオール脱水素酵素産生能を有する微生物および

その利用 

28 JP328 特許第5103597 号 H24.10.12 耐熱性Ｌ－リボースイソメラーゼとその製造方法並びに用途 

29 JP288 特許第4200223 号 H20.10.17 マイクロレンズ用金型、マイクロレンズおよびそれらの製法 

30 JP268-3 特許第5989876 号 H28.8.19 コラーゲン結合領域と副甲状腺ホルモンとの融合タンパク 

31 JP268-2 特許第5821066 号 H27.10.16 コラーゲン結合領域と副甲状腺ホルモンとの融合タンパク 

32 JP268 特許第5520811 号 H26.4.11 コラーゲン結合領域と副甲状腺ホルモンとの融合タンパク 

33 JP222 特許第5158779 号 H24.12.21 Ｄ－アロースを有効成分とする血圧上昇抑制剤 

34 JP183 特許第4934425 号 H24.2.24 植物への D-プシコースからなる希少糖の使用 

35 JP174 特許第4873493 号 H23.12.2 
Ｄ－プシコースとＤ－アロースの糖質複合体結晶およびその製

造方法 

36 JP157 特許第4631062 号 H22.11.26 ナノピンセットおよびこれを備える走査型プローブ顕微鏡 

37 JP101 特許第5470597 号 H26.2.14 
希少糖 D-アロースを利用した細胞・組織・臓器保存液及び該液

を用いる保存方法 

38 JP42-2 特許第5330976 号 H25.8.2 Ｄ－アロースを有効成分とする医薬組成物 

39 JP42 特許第4609845 号 H22.10.22 D-プシコースの生理活性作用の利用への使用 

40 714 特許第5605927 号 H26.9.5 
抗シワ用、コラーゲン収縮用、ヒアルロン酸増加用、細胞増殖用

の美顔器・美容器 

41 711 特許第5946142 号 H28.6.10 植物水分動態センサ 

42 704 特許第6230049 号 H29.10.27 内視鏡フード、内視鏡および内視鏡用圧力センサ 

43 691 特許第6238397 号 H29.11.10 細胞空間分画装置および微細構造刃 

44 688 特許第4474535 号 H22.3.19 立体形状測定及び分析装置 

45 681 特許第6080570 号 H29.1.27 
長期高強度発現性及び高ひび割れ抵抗性を有する低炭素型３

成分混合系結合材及び当該結合材を用いたコンクリート 

46 680 特許第6177534 号 H29.7.21 所望する特性を有するコンクリートの製造方法 

47 677 特許第6094961 号 H29.2.24 プラズモンチップ 

48 675 特許第6083745 号 H29.2.3 植物水分動態センサ 

49 674 特許第6090738 号 H29.2.17 
糖ペプチドの製造方法、糖アミノ酸の製造方法および糖タンパ

ク質の製造方法 
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No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 発明の名称 

50 670 特許第6048873 号 H28.12.2 布片検査方法および布片検査装置 

51 669 特許第6048872 号 H28.12.2 布片検査方法および布片検査装置 

52 658 特許第5991578 号 H28.8.26 人工衛星 

53 654 特許第6004318 号 H28.9.16 抗アレルギー剤 

54 652 特許第6101476 号 H29.3.3 
自動分析装置、血液型判定用検査試薬、及び凝集体溶血用試

薬 

55 649-2 特許第5869644 号 H28.1.15 鉄筋コンクリート構造物の鉄筋材料の腐食阻害方法 

56 647 特許第5843668 号 H27.11.27 センサ用光ファイバおよび電力装置監視システム 

57 645 特許第6048947 号 H28.12.2 触覚センサ 

58 644 特許第5920706 号 H28.4.22 ＭＥＭＳ光学部品 

59 640 特許第5971644 号 H28.7.22 

ＴＰＲモチーフタンパク質の機能の調節方法、ＴＰＲモチーフタン

パク質の機能調節物質のスクリーニング方法、および機能調節

物質 

60 639 特許第6216493 号 H29.9.29 寿命延長剤 

61 637 特許第5975257 号 H28.7.29 領域確保用器具および領域確保用器具を備えた内視鏡 

62 635 特許第5967697 号 H28.7.15 膝継手 

63 634 特許第5660545 号 H26.12.12 光学式ガスセンサ 

64 628 特許第5826645 号 H27.10.23 温度センサ用光ファイバおよび電力装置監視システム 

65 619 特許第5800297 号 H27.9.4 
食品害虫の防除剤および食品における食品害虫を防除する方

法 

66 618 特許第6153121 号 H29.6.9 領域確保用器具 

67 605 特許第5684086 号 H27.1.23 物理量計測システム 

68 602 特許第6156906 号 H29.6.16 浮体動揺抑制装置および生簀 

69 589 特許第5967700 号 H28.7.15 膝継手 

70 584 特許第5801622 号 H27.9.4 板状チタン酸化合物およびその製造方法 

71 583 特許第5719643 号 H27.3.27 植物の菌類病害防除剤および菌類病害防除方法 

72 582 特許第5719644 号 H27.3.27 植物の細菌病害防除剤および細菌病害防除方法 

73 578 特許第5777046 号 H27.7.17 果菜類水分ストレスの調節剤組成物および調節方法 

74 577 特許第5987322 号 H28.8.19 金属酸化物含有窒化ホウ素及びその製造方法 

75 570 特許第5787340 号 H27.8.7 破骨細胞分化抑制組成物 
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No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 発明の名称 

76 569 特許第4915994 号 H24.2.3 
導電性セラミックス及びその製造方法並びに半導体製造装置用

部材 

77 557 特許第5704558 号 H27.3.6 人工魚礁 

78 556 特許第5754045 号 H27.6.5 機能性多孔質体 

79 550 特許第5648961 号 H26.11.21 分光特性測定装置及びその校正方法 

80 549 特許第5441396 号 H25.12.27 内視鏡用器具および内視鏡用縫合装置 

81 537 特許第5636227 号 H26.10.24 地盤立体表示システム 

82 534 特許第5317298 号 H25.7.19 分光計測装置及び分光計測方法 

83 527 特許第5699392 号 H27.2.27 領域確保用器具および領域確保用器具を備えた内視鏡 

84 526-2 特許第5978526 号 H28.8.5 剣山型マイクロニードルの製造方法およびマイクロニードル 

85 523 特許第5649358 号 H26.11.21 血管内皮細胞の管腔形成抑制剤 

86 520 特許第5569682 号 H26.7.4 
石炭灰を原料とする魚礁・藻礁ブロックおよび魚礁・藻礁の形成

方法 

87 519-b 特許第5804548 号 H27.9.11 

超撥水撥油防汚性透光性フィルムとその製造方法ならびにそれ

らを用いたガラス窓、太陽エネルギー利用装置、光学機器、お

よび表示装置 

88 511 特許第5733695 号 H27.4.24 新規化合物及び植物成長調節剤 

89 510 特許第5709157 号 H27.3.13 糖鎖の製造方法 

90 497 特許第5540350 号 H26.5.16 
ポリフェノールを高濃度に含有する、渋み・苦味をマスキングし

たオリーブ葉抽出エキスの製造法 

91 496 特許第5581472 号 H26.7.25 結晶粒子形状を制御したチタン酸バリウムの製造方法 

92 494 特許第5569928 号 H26.7.4 
アルドースまたはその誘導体のシッフ塩基の製造方法、および

アルドースまたはその誘導体の製造方法 

93 482 特許第5331601 号 H25.8.2 光学的計測装置 

94 474 特許第5267940 号 H25.5.17 板状チタン酸カリウムリチウムの製造方法 

95 469 特許第4932865 号 H24.2.24 イソリクイリチゲニンの持続可能な可溶化および均一分散化 

96 466 特許第5463559 号 H26.1.31 カビの生理活性調整剤およびその利用方法 

97 456 特許 5920683 号 H28.4.22 表示装置用フェースプレートの製造方法 

98 451 特許第5218974 号 H25.3.15 光偏向ミラー、光偏向ミラーの製法および光偏向器 

99 433 特許第5458272 号 H26.1.24 
可視光域で透明な表示装置用防汚性フェースプレートとその製

造方法及びそれらを用いた表示装置及び物品 

100 419 特許第5366474 号 H25.9.20 
Ｄ－アロースを有効成分とする植物のジベレリンシグナル経路

抑制剤およびその利用 

－22－



 

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 発明の名称 

101 416 特許第5322206 号 H25.7.26 ３次元形状の計測方法および装置 

102 402 特許第5356704 号 H25.9.6 希少糖を含む二糖類の生産方法 

103 400 特許第5190940 号 H25.2.8 抗菌防黴被膜及びその製造方法、並びにそれらを用いた製品 

104 398 特許第5344211 号 H25.8.23 肝癌マーカー 

105 392 特許第4936559 号 H24.3.2 ヒ素除去剤 

106 391-2 特許第5261553 号 H25.5.2 半導体装置およびその製造方法 

107 391 特許第4881351 号 H23.12.9 半導体装置およびその製造方法 

108 388 特許第4359702 号 H21.8.21 中空構造体およびその製造方法 

109 384 特許第4555925 号 H22.7.30 立体形状測定装置 

110 367 特許第5222505 号 H25.3.15 微小物体の光学的計測装置 

111 361 特許第5078004 号 H24.9.7 分光計測装置及び分光計測方法 

112 360 特許第5120873 号 H24.11.2 分光計測装置及び分光計測方法 

113 359 特許第4934817 号 H24.3.2 
マイクロフロー型バイオセンサおよび希少糖の検出または定量

への使用 

114 358 特許第4858914 号 H23.11.11 射出装置 

115 353 特許第4949106 号 H24.3.16 人物追跡装置、人物追跡方法およびそのプログラム 

116 351 特許第5358802 号 H25.9.13 新規な希少糖脂肪酸ジエステルの製造方法 

117 350 特許第5204414 号 H25.2.22 極微小水滴を含有する油剤を用いた切削・研削加工方法 

118 349 特許第4152423 号 H20.7.11 
点検業務に利用可能な評点式データシートに基づく健全性評

価システム 

119 344 特許第5228169 号 H25.3.29 
植物の塊茎形成を制御するための塊茎形成制御ベクター、塊

茎形成が制御された植物の製造方法および植物 

120 340 特許第5105348 号 H24.10.12 
Ｃａ２＋／カルモジュリン依存性プロテインキナーゼホスファター

ゼの特異的阻害剤 

121 339 特許第5347124 号 H25.8.30 

撥水撥油防汚性反射防止膜とその製造方法およびそれを形成

したレンズやガラス板、ガラス、およびそれらを用いた光学装置

および太陽エネルギー利用装置、ディスプレイ 

122 338 特許第5347125 号 H25.8.30 

撥水撥油防汚性反射防止膜およびその製造方法ならびにレン

ズ、ガラス板、ガラス、光学装置、太陽エネルギー利用装置およ

びディスプレイ 

123 335 特許第5418870 号 H25.11.29 1-0-α-グルコピラノシルＤ-プシコースの製造方法 

124 324 特許第5347123 号 H25.8.30 
撥水撥油防汚性ガラス板およびその製造方法ならびにそれを

用いた乗り物および建築物 

－23－



 

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 発明の名称 

125 323 特許第4929459 号 H24.2.24 撥水撥油防汚性ガラス板の製造方法 

126 322 特許第5158535 号 H24.12.21 ラクトシルセラミドを有効成分とする医薬 

127 314 特許第4993700 号 H24.5.18 保護膜およびその製造方法 

128 309 特許第5235059 号 H25.4.5 光センサーおよびその製造方法 

129 299 特許第5028619 号 H24.7.6 
パターン状の微粒子膜およびパターン状の微粒子膜の製造方

法 

130 297 特許第5200244 号 H25.2.22 微粒子膜およびその製造方法 

131 296 特許第4743076 号 H23.5.20 伸び及び伸びフランジ性に優れた高強度鋼板 

132 295 特許第4725973 号 H23.4.22 伸びフランジ性に優れた高強度鋼板並びにその製造方法 

133 294-2 特許第5137270 号 H24.11.22 鉄筋コンクリート構造物の腐食劣化進行予測方法 

134 294 特許第4873472 号 H23.12.2 鉄筋コンクリート構造物の腐食劣化進行予測方法 

135 293 特許第5116071 号 H24.10.26 
Ｄ－アロースおよびＤ－プシコースの抗神経因性疼痛効果の利

用 

136 292 特許第5116072 号 H24.10.26 Ｄ－アロースの血糖上昇抑制効果の利用 

137 291 特許第5240810 号 H25.4.12 Ｄ－プシコースの血中Ｄ－フラクトース濃度上昇抑制への使用 

138 290 特許第5645183 号 H26.11.14 Ｄ－プシコースを有効成分として含む肥満状態改善剤 

139 289 特許第4844969 号 H23.10.21 
不斉還元触媒、その溶液、その調製方法並びにそれを用いた

光学活性アルコール類の製造方法 

140 287 特許第4822272 号 H23.9.16 食品または医薬品の芳香を改善する方法 

141 286 特許第5263857 号 H25.5.10 
希少糖を植物のシュートの成長促進または調整へ利用する方

法 

142 284 特許第3870233 号 H18.10.27 回転数検出装置、物体計測システムおよび回転数検出方法 

143 279 特許第4171809 号 H20.8.22 外用剤塗布器具 

144 271 特許第5487418 号 H26.3.7 
撥水撥油防汚性光反射板とその製造方法及びそれを用いたト

ンネル、道路標識、表示板、乗り物、建物 

145 265 特許第4654443 号 H23.1.7 太陽エネルギー利用装置の製造方法 

146 264 特許第4670057 号 H23.1.28 撥水撥油防汚性ガラス板の製造方法 

147 263 特許第5331977 号 H23.8.9 太陽エネルギー利用装置の製造方法 

148 249 特許第3975407 号 H19.6.29 防災事業計画支援システム 

149 245 特許第4817363 号 H23.9.9 危険度評価システム 

150 238 特許第4753302 号 H23.6.3 超音波ボウフラ駆除装置 

－24－



 

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 発明の名称 

151 232 特許第4806771 号 H23.8.26 ナノピンセット、把持方法および把持力検出装置 

152 231 特許第4461277 号 H22.2.26 走査型プローブ顕微鏡装置および試料表面形状観察方法 

153 224 特許第5030045 号 H24.7.6 希少糖を含有する二糖の製造方法 

154 212 特許第4521569 号 H22.6.4 
磁気記録媒体とその製造方法およびそれを用いた磁気記録読

み取り装置。 

155 211 特許第5167528 号 H25.1.11 化学吸着溶液 

156 209 特許第5071955 号 H24.8.31 
電極とその製造方法及びそれを用いたリード配線とその接続方

法及びそれらを用いた電子部品と電子機器 

157 206 特許第4848502 号 H23.10.28 
配線およびその製造方法ならびにそれらを用いた電子部品と電

子機器 

158 201 特許第4820988 号 H23.9.16 
磁性微粒子とその製造方法およびそれらを用いた磁石とその製

造方法 

159 197 特許第4792575 号 H23.8.5 
撥水性ガラス板とその製造方法及びそれを用いた乗り物または

ガラス窓 

160 196 特許第5050190 号 H24.8.3 微粒子とその製造方法 

161 192 特許第4340749 号 H21.7.17 
セリン－トレオニンタンパク質リン酸化酵素を認識するモノクロー

ナル抗体 

162 189 特許第5087763 号 H24.9.21 
金属被膜を有するプラスチック成形体とその製造方法およびそ

れらを用いた物品 

163 188 特許第3975406 号 H19.6.29 構造物補修施工計画支援システム 

164 184 特許第4888937 号 H23.12.22 微生物増殖抑制への希少糖の使用 

165 183 特許第4931036 号 H24.2.24 希少糖による植物生長調節剤 

166 179 特許第5175442 号 H25.1.11 ヤーコン由来の抗ガン剤 

167 170 特許第4456030 号 H22.2.12 ケーブルハーネス及びその製造方法 

168 146 特許第4497305 号 H22.4.23 運転者状態判定装置 

169 145 特許第4318179 号 H21.6.5 
Ｄ－プシコースを含有する新規二糖類化合物及びその製造方

法 

170 144 特許第4356992 号 H21.8.14 酵母の還元反応を用いたＬ－タリトールの製造方法 

171 143 特許第4412725 号 H21.11.27 微生物の還元反応を用いたＬ－ソルビトールの製造方法 

172 142 特許第4423363 号 H21.12.18 Ｄ－プシコースを原料とするＤ－タリトールの新規な製造方法 

173 135 特許第4787543 号 H23.7.22 光学シートの検査方法 

174 125 特許第3893470 号 H18.12.22 糖類の蛍光標識化方法、糖類の蛍光標識化装置 

175 123 特許第4505635 号 H22.5.14 ナノスケール物質およびその製造方法 

－25－



 

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 発明の名称 

176 113 特許第4627841 号 H22.11.19 プシコースの分離方法 

177 106 特許第3975274 号 H19.6.29 Ｄ－アロースの結晶化法による分別法とその大量生産への応用

178 104 特許第4009720 号 H19.9.14 希少糖による植物病害抵抗性増幅剤 

179 94 特許第3829151 号 H18.7.21 テザーに連結された機器の姿勢制御方式 

180 50 特許第4452876 号 H22.2.12 
ＬＫＰ２部分ｃＤＮＡを用いた遺伝子導入による植物体の種子収

量、乾燥重量の制御 

181 29 特許第4538602 号 H22.7.2 血圧・血液粘度測定方法および血圧・血液粘度測定装置 

182 15 特許第3843299 号 H18.8.25 テザーに連結された機器の姿勢制御方式 

183 9 特許第4325450 号 H21.6.19 希少糖の特異的定量法 

184 5 特許第4535238 号 H22.6.25 プシコースのレチノイン酸エステル及びその製造方法 

185 4 特許第4724823 号 H23.4.22 
希少糖の神経細胞における保護作用を利用する予防薬、治療

薬、特定保健用食品 

186 3 特許第4724824 号 H23.4.22 希少糖のＴリンパ球の増殖抑制への使用 
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（６）大学所有の登録商標                 

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 

対象商標／商品及び役務の区分 

並びに指定商品又は指定役務 

1 TM11 登録第 5867467 号 H28.7.15 

／第 35 類 

複写機又は印刷機によって出力されるコピー

用紙の裏面を利用した広告等 

2 TM10 登録第 5818663 号 H28.1.15 
香農ぱうんど／第 30 類 

菓子、パン 

3 TM9 登録第 5740983 号 H27.2.13 災害・危機対応マネージャー／第 41, 45 類 

4 TM8 登録第 5717268 号 H26.11.14 handThink／第 28 類 

5 TM7 登録第 5645166 号 H26.1.24 

／第 2, 3, 29, 30, 32, 33 類 

       染料,香料類,化粧品,乾燥果実,ジャム,アイスクリー

ム,フルーツゼリー,清涼飲料,果実飲料,果実酒 etc. 

6 TM6 商標第 5569400 号 H25.3.29 
さぬきキウイっこ／第 29，30，31 類 

冷凍果実，加工果実，菓子，苗木 etc. 

7 TM5a 商標第 5207071 号 H21.2.20 
あまみずちゃん／第 41 類 

技芸・スポーツ又は知識の教授 etc.  

8 TM5b 商標第 5190042 号 H20.12.19 あまみずちゃん（図有）／第 16 類 紙類，文房具類，印刷物 

9 TM3 商標第 4873342 号 H17.6.17 
Sauvageonne Savoureuse（ｿｳﾞｧｼﾞｮｰﾇ･ｻｳﾞﾙｰｽﾞ）／第 33 類 

日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒   

10 TM2 商標第 4743845 号 H16.1.30 イズモリング（図有）／第 1 類 化学品 etc. 

11 TM1 商標第 4743844 号 H16.1.30 イズモリング（図有）／第 1 類 化学品 etc. 

 注）学章に関するものを除く 

 

 

（７）大学所有の登録品種                   

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 登録品種の名称 

1 SS4 第 26067 号 H29.6.23 KA-I243 

2 SS5 第 25537 号 H28.11.17 香大農 R-2 

3 SS8 第 24983 号 H28.3.22 KU-PP2 

4 SS7-e 第 23675 号 H26.9.24 香川 UP-キ 5 号 

5 SS7-d 第 23674 号 H26.9.24 香川 UP-キ 4 号 

6 SS7-c 第 23673 号 H26.9.24 香川 UP-キ 3 号 

7 SS7-ｂ 第 23672 号 H26.9.24 香川 UP-キ 2 号 

8 SS7-a 第 23671 号 H26.9.24 香川 UP-キ 1 号 

9 SS6 第 23704 号 H26.9.24 KU-PP1 

10 SS1 第 18311 号 H21.7.31 ラパン 

11 SS3 第 18119 号 H21.3.19 さぬきよいまい 

12 SS2 第 13646 号 H18.2.27 香大農 R-1 

 

（６）大学所有の登録商標                 

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 

対象商標／商品及び役務の区分 

並びに指定商品又は指定役務 

1 TM11 登録第 5867467 号 H28.7.15 

／第 35 類 

複写機又は印刷機によって出力されるコピー

用紙の裏面を利用した広告等 

2 TM10 登録第 5818663 号 H28.1.15 
香農ぱうんど／第 30 類 

菓子、パン 

3 TM9 登録第 5740983 号 H27.2.13 災害・危機対応マネージャー／第 41, 45 類 

4 TM8 登録第 5717268 号 H26.11.14 handThink／第 28 類 

5 TM7 登録第 5645166 号 H26.1.24 

／第 2, 3, 29, 30, 32, 33 類 

       染料,香料類,化粧品,乾燥果実,ジャム,アイスクリー

ム,フルーツゼリー,清涼飲料,果実飲料,果実酒 etc. 

6 TM6 商標第 5569400 号 H25.3.29 
さぬきキウイっこ／第 29，30，31 類 

冷凍果実，加工果実，菓子，苗木 etc. 

7 TM5a 商標第 5207071 号 H21.2.20 
あまみずちゃん／第 41 類 

技芸・スポーツ又は知識の教授 etc.  

8 TM5b 商標第 5190042 号 H20.12.19 あまみずちゃん（図有）／第 16 類 紙類，文房具類，印刷物 

9 TM3 商標第 4873342 号 H17.6.17 
Sauvageonne Savoureuse（ｿｳﾞｧｼﾞｮｰﾇ･ｻｳﾞﾙｰｽﾞ）／第 33 類 

日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒   

10 TM2 商標第 4743845 号 H16.1.30 イズモリング（図有）／第 1 類 化学品 etc. 

11 TM1 商標第 4743844 号 H16.1.30 イズモリング（図有）／第 1 類 化学品 etc. 

 注）学章に関するものを除く 

 

 

（７）大学所有の登録品種                   

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 登録品種の名称 
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2 SS5 第 25537 号 H28.11.17 香大農 R-2 

3 SS8 第 24983 号 H28.3.22 KU-PP2 

4 SS7-e 第 23675 号 H26.9.24 香川 UP-キ 5 号 

5 SS7-d 第 23674 号 H26.9.24 香川 UP-キ 4 号 

6 SS7-c 第 23673 号 H26.9.24 香川 UP-キ 3 号 

7 SS7-ｂ 第 23672 号 H26.9.24 香川 UP-キ 2 号 

8 SS7-a 第 23671 号 H26.9.24 香川 UP-キ 1 号 

9 SS6 第 23704 号 H26.9.24 KU-PP1 

10 SS1 第 18311 号 H21.7.31 ラパン 

11 SS3 第 18119 号 H21.3.19 さぬきよいまい 

12 SS2 第 13646 号 H18.2.27 香大農 R-1 

 

（６）大学所有の登録商標                 

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 

対象商標／商品及び役務の区分 

並びに指定商品又は指定役務 

1 TM11 登録第 5867467 号 H28.7.15 

／第 35 類 

複写機又は印刷機によって出力されるコピー

用紙の裏面を利用した広告等 

2 TM10 登録第 5818663 号 H28.1.15 
香農ぱうんど／第 30 類 

菓子、パン 

3 TM9 登録第 5740983 号 H27.2.13 災害・危機対応マネージャー／第 41, 45 類 

4 TM8 登録第 5717268 号 H26.11.14 handThink／第 28 類 

5 TM7 登録第 5645166 号 H26.1.24 

／第 2, 3, 29, 30, 32, 33 類 

       染料,香料類,化粧品,乾燥果実,ジャム,アイスクリー

ム,フルーツゼリー,清涼飲料,果実飲料,果実酒 etc. 

6 TM6 商標第 5569400 号 H25.3.29 
さぬきキウイっこ／第 29，30，31 類 

冷凍果実，加工果実，菓子，苗木 etc. 

7 TM5a 商標第 5207071 号 H21.2.20 
あまみずちゃん／第 41 類 

技芸・スポーツ又は知識の教授 etc.  

8 TM5b 商標第 5190042 号 H20.12.19 あまみずちゃん（図有）／第 16 類 紙類，文房具類，印刷物 

9 TM3 商標第 4873342 号 H17.6.17 
Sauvageonne Savoureuse（ｿｳﾞｧｼﾞｮｰﾇ･ｻｳﾞﾙｰｽﾞ）／第 33 類 

日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒   

10 TM2 商標第 4743845 号 H16.1.30 イズモリング（図有）／第 1 類 化学品 etc. 

11 TM1 商標第 4743844 号 H16.1.30 イズモリング（図有）／第 1 類 化学品 etc. 

 注）学章に関するものを除く 

 

 

（７）大学所有の登録品種                   

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 登録品種の名称 

1 SS4 第 26067 号 H29.6.23 KA-I243 

2 SS5 第 25537 号 H28.11.17 香大農 R-2 

3 SS8 第 24983 号 H28.3.22 KU-PP2 

4 SS7-e 第 23675 号 H26.9.24 香川 UP-キ 5 号 

5 SS7-d 第 23674 号 H26.9.24 香川 UP-キ 4 号 

6 SS7-c 第 23673 号 H26.9.24 香川 UP-キ 3 号 

7 SS7-ｂ 第 23672 号 H26.9.24 香川 UP-キ 2 号 

8 SS7-a 第 23671 号 H26.9.24 香川 UP-キ 1 号 

9 SS6 第 23704 号 H26.9.24 KU-PP1 

10 SS1 第 18311 号 H21.7.31 ラパン 

11 SS3 第 18119 号 H21.3.19 さぬきよいまい 

12 SS2 第 13646 号 H18.2.27 香大農 R-1 
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（８）大学所有の登録意匠                   

No. 
整理 

番号 
登録番号 登録日 登録意匠の名称 

1 D15 第 1515400 号 H26.12.12 立体パズル用ピース 

2 D5-2 第 1406939 号 H23.1.7 人工漁礁用ブロック 

3 D5 第 1406940 号 H23.1.7 人工漁礁用ブロック 
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８．学術・教育活動                                

ａ．学会発表・論文発表・講演状況等 

会議・研修会名 開催場所 日  時 発表・ポスター題目等 

産学連携学会関

西・中四国支部

大会第 9 研究・

事例発表会 

徳島大学産学官

連携プラザ 
H29.11.29 

「四国５国立大学による 四国産学官連携イノベーション

共同推進機構（SICO）事業の取組み」 

永冨太一 

輸出管理 DAY 

for 

ACADEMIA2018 

芝浦工業大学 H30.2.27 

「大学の輸出管理の新たな展開-アドバイザー派遣事業

と地域大学ネットワークについて語り合う-」 

永冨太一 

 

ｂ．講義 

回数 開設学部・科目等 場所･日時 対象 内容・備考 

平成 29 年度 

計 3 回 

工学部 プラットフォーム

「技術・特許戦略論」 

工学部キャンパス 

5.2 

5.19 

7.14 

学部 

4 年生 
特許戦略 

平成 29 年度 

計 2 回 

知のプラットフォーム事業 

e-learning 科目  

「大学の知の活用」 

広範教養教育科目 

後期 集中 

全学共通

科目 
産学官連携 

 
  

 

８．学術・教育活動                                

ａ．学会発表・論文発表・講演状況等 

会議・研修会名 開催場所 日  時 発表・ポスター題目等 

産学連携学会関

西・中四国支部

大会第 9 研究・

事例発表会 

徳島大学産学官

連携プラザ 
H29.11.29 

「四国５国立大学による 四国産学官連携イノベーション

共同推進機構（SICO）事業の取組み」 

永冨太一 

輸出管理 DAY 

for 

ACADEMIA2018 

芝浦工業大学 H30.2.27 

「大学の輸出管理の新たな展開-アドバイザー派遣事業

と地域大学ネットワークについて語り合う-」 

永冨太一 

 

ｂ．講義 

回数 開設学部・科目等 場所･日時 対象 内容・備考 

平成 29 年度 

計 3 回 

工学部 プラットフォーム

「技術・特許戦略論」 

工学部キャンパス 

5.2 

5.19 

7.14 

学部 

4 年生 
特許戦略 

平成 29 年度 

計 2 回 

知のプラットフォーム事業 

e-learning 科目  

「大学の知の活用」 

広範教養教育科目 

後期 集中 

全学共通

科目 
産学官連携 
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会議･セミナー名 開催場所 日時 主催者

平成29年度第1回関西・中四国地方産学連携研究会 岡山大学 H29.5.30 島根大学

平成29年度全国発明表彰式 ホテルオークラ東京 H29.6.12 公益社団法人発明協会

産学連携学会15回大会
栃木県総合文化セン
ター

H29.6.15～16 (特非)産学連携学会

平成29年度中国・四国地区国立大学法人地域共同研究センター等センター
長会議

愛媛大学 H29.7.7 愛媛大学

香川県新技術・新工法展示会商談会 in Honda
㈱本田技術研究所 四
輪R＆Dセンター

H29.7.19～20
香川県、公益財団法人かがわ
産業支援財団

RA協議会第3回年次大会 あわぎんホール H29.8.29～30
リサーチ・アドミニストレー
ター協議会

イノベーション・ジャパン2017 東京ビッグサイト H29.8.31～9.1

国立研究開発法人科学技術振
興機構、国立研究開発法人新
エネルギー・産業技術総合開
発機構

IPITechInnovation2017 MARINA　BEY　SANDS H29.9.18～20
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構

CREST「素材・デバイス・システム融合による革新的ナノエレクトロニクス
の創成」平成29年度領域会議

JST東京本部別館 H29.9.27
国立研究開発法人科学技術振
興機構

第29回国立大学法人共同研究センター長等会議 秋田ビューホテル H29.9.28～29 秋田大学

第2回黒潮カンファレンス
高知県立県民文化
ホール

H29.10.28～29 高知大学医学部薬理学講座

JST新材料 新技術説明会 JST東京本部別館 H29.11.28

国立研究開発法人科学技術振
興機構、四国産学官連携イノ
ベーション共同推進機構、高
知工科大学、㈱テクノネット
ワーク四国

産学連携学会関西・中四国支部大会　第9回研究・事例発表会 徳島大学 H29.11.29～30
特定非営利活動法人 産学連携
学会関西・中四国支部

第4回全国医療機器開発会議
新霞ヶ関ビル　灘尾
ホール

H30.1.26
内閣府、文部科学省、厚生労
働省、経済産業省

平成29年度四国産学官連携イノベーション共同推進機構事業評価委員会
ホテルクレメント徳
島

H29.1.30
四国産学官連携イノベーショ
ン共同推進機構

第3回四国オープンイノベーションワークショップin高知 高知会館 H29.1.31
国立研究開発法人産業技術総
合研究所四国センター

９．産学連携・技術移転・知的財産関連の各種会議等への参加状況

会議･セミナー名 開催場所 日時 主催者

平成29年度第1回関西・中四国地方産学連携研究会 岡山大学 H29.5.30 島根大学

平成29年度全国発明表彰式 ホテルオークラ東京 H29.6.12 公益社団法人発明協会

産学連携学会15回大会
栃木県総合文化セン
ター

H29.6.15～16 (特非)産学連携学会

平成29年度中国・四国地区国立大学法人地域共同研究センター等センター
長会議

愛媛大学 H29.7.7 愛媛大学

香川県新技術・新工法展示会商談会 in Honda
㈱本田技術研究所 四
輪R＆Dセンター

H29.7.19～20
香川県、公益財団法人かがわ
産業支援財団

RA協議会第3回年次大会 あわぎんホール H29.8.29～30
リサーチ・アドミニストレー
ター協議会

イノベーション・ジャパン2017 東京ビッグサイト H29.8.31～9.1

国立研究開発法人科学技術振
興機構、国立研究開発法人新
エネルギー・産業技術総合開
発機構

IPITechInnovation2017 MARINA　BEY　SANDS H29.9.18～20
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構

CREST「素材・デバイス・システム融合による革新的ナノエレクトロニクス
の創成」平成29年度領域会議

JST東京本部別館 H29.9.27
国立研究開発法人科学技術振
興機構

第29回国立大学法人共同研究センター長等会議 秋田ビューホテル H29.9.28～29 秋田大学

第2回黒潮カンファレンス
高知県立県民文化
ホール

H29.10.28～29 高知大学医学部薬理学講座

JST新材料 新技術説明会 JST東京本部別館 H29.11.28

国立研究開発法人科学技術振
興機構、四国産学官連携イノ
ベーション共同推進機構、高
知工科大学、㈱テクノネット
ワーク四国

産学連携学会関西・中四国支部大会　第9回研究・事例発表会 徳島大学 H29.11.29～30
特定非営利活動法人 産学連携
学会関西・中四国支部

第4回全国医療機器開発会議
新霞ヶ関ビル　灘尾
ホール

H30.1.26
内閣府、文部科学省、厚生労
働省、経済産業省

平成29年度四国産学官連携イノベーション共同推進機構事業評価委員会
ホテルクレメント徳
島

H29.1.30
四国産学官連携イノベーショ
ン共同推進機構

第3回四国オープンイノベーションワークショップin高知 高知会館 H29.1.31
国立研究開発法人産業技術総
合研究所四国センター

９．産学連携・技術移転・知的財産関連の各種会議等への参加状況
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会議･セミナー名 開催場所 日時 主催者

JST産連事業広聴会
岡山国際交流セン
ター

H30.2.14
国立研究開発法人科学技術振
興機構

地域イノベーションシンポジウム2018in函館 函館北洋ビル H30.2.15 文部科学省

輸出管理DAY for ACADEMIA 2018 芝浦工業大学 H30.2.27
輸出管理DAY for ACADEMIA実
行委員会
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１0．会議・委員会                               

 
（１）社会連携・知的財産センター会議の開催状況      
 

年度 回数 開 催 日 備     考 

平成 29 年度 

第１回 平成 29 年 5 月 15 日  
第 2 回 平成 29 年 7 月 10 日  
第 3 回 平成 29 年 9 月 4 日  
第 4 回 平成 29 年 10 月 6日 メール審議 
第 5 回 平成 29 年 11 月 13 日  
第 6 回 平成 30 年 1 月 15 日  
第 7 回 平成 30 年 3 月 8 日  

 
 
（２）知的財産帰属決定会議の開催状況            
 

回数 開 催 日 帰属決定（件） 処理報告（件） 備 考 
第 21回 平成 29 年 10 月 16 日 10 67 メール審議 

第 22 回 平成 30 年 3 月 26 日 17 57 メール審議 

 
 
（３）知的財産評価専門委員会の開催状況            
 

回数 開 催 日 議案（件） 報告（件） 備 考 
第 265 回 平成 29 年 4 月 4 日 1 0 メール審議 

第 266 回 平成 29 年 4 月 12 日 13 23  

第 267 回 平成 29 年 4 月 14 日 1 0 メール審議 

第 268 回 平成 29 年 4 月 20 日 2 0 メール審議 

第 269 回 平成 29 年 4 月 25 日 1 0 メール審議 

第 270 回 平成 29 年 5 月 10 日 4 9  

第 271 回 平成 29 年 5 月 24 日 1 0 メール審議 

第 272 回 平成 29 年 6 月 14 日 19 24  

第 273 回 平成 29 年 7 月 12 日 13 12  

第 274 回 平成 29 年 8 月 2 日 4 6  

第 275 回 平成 29 年 8 月 7 日 1 0 メール審議 

第 276 回 平成 29 年 8 月 8 日 1 0 メール審議 

第 277 回 平成 29 年 8 月 10 日 1 0 メール審議 

第 278 回 平成 29 年 9 月 6 日 15 14  

第 279 回 平成 29 年 10 月 11 日 11 27  

 

１0．会議・委員会                               

 
（１）社会連携・知的財産センター会議の開催状況      
 

年度 回数 開 催 日 備     考 

平成 29 年度 

第１回 平成 29 年 5 月 15 日  
第 2 回 平成 29 年 7 月 10 日  
第 3 回 平成 29 年 9 月 4 日  
第 4 回 平成 29 年 10 月 6日 メール審議 
第 5 回 平成 29 年 11 月 13 日  
第 6 回 平成 30 年 1 月 15 日  
第 7 回 平成 30 年 3 月 8 日  

 
 
（２）知的財産帰属決定会議の開催状況            
 

回数 開 催 日 帰属決定（件） 処理報告（件） 備 考 
第 21回 平成 29 年 10 月 16 日 10 67 メール審議 

第 22 回 平成 30 年 3 月 26 日 17 57 メール審議 

 
 
（３）知的財産評価専門委員会の開催状況            
 

回数 開 催 日 議案（件） 報告（件） 備 考 
第 265 回 平成 29 年 4 月 4 日 1 0 メール審議 

第 266 回 平成 29 年 4 月 12 日 13 23  

第 267 回 平成 29 年 4 月 14 日 1 0 メール審議 

第 268 回 平成 29 年 4 月 20 日 2 0 メール審議 

第 269 回 平成 29 年 4 月 25 日 1 0 メール審議 

第 270 回 平成 29 年 5 月 10 日 4 9  

第 271 回 平成 29 年 5 月 24 日 1 0 メール審議 

第 272 回 平成 29 年 6 月 14 日 19 24  

第 273 回 平成 29 年 7 月 12 日 13 12  

第 274 回 平成 29 年 8 月 2 日 4 6  

第 275 回 平成 29 年 8 月 7 日 1 0 メール審議 

第 276 回 平成 29 年 8 月 8 日 1 0 メール審議 

第 277 回 平成 29 年 8 月 10 日 1 0 メール審議 

第 278 回 平成 29 年 9 月 6 日 15 14  

第 279 回 平成 29 年 10 月 11 日 11 27  
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回数 開 催 日 議案（件） 報告（件） 備 考 
第 280 回 平成 29 年 10 月 23 日 11 0 メール審議 

第 281 回 平成 29 年 11 月 8 日 11 14  

第 282 回 平成 29 年 11 月 9 日 2 0 メール審議 

第 283 回 平成 29 年 11 月 14 日 1 0 メール審議 

第 284 回 平成 29 年 11 月 17 日 1 0 メール審議 

第 285 回 平成 29 年 12 月 20 日 11 14  

第 286 回 平成 29 年 12 月 28 日 1 0 メール審議 

第 287 回 平成 30 年 1 月 24 日 19 9  

第 288 回 平成 30 年 2 月 14 日 10 13  

第 289 回 平成 30 年 2 月 23 日 1 0 メール審議 

第 290 回 平成 30 年 3 月 2 日 1 0 メール審議 

第 291 回 平成 30 年 3 月 14 日 3 8  

 

 

（４）社会連携・知的財産センター会議委員            

 

職   名 氏  名 備 考 （任期等） 

センター長 合谷 祥一  

副センター長 永冨 太一  

特命助教 内田 俊生 （H29.10～） 

  〃 瀧本 朋樹  

管理担当職員[学術部長] 野田 潔  

 

 

（５）知的財産帰属決定会議委員                  

 

部 局 名 職 名 氏 名 備 考 （任期等） 

役員 理事 片岡 郁雄 役職指定  

役員 理事 川池 秀文 役職指定 

社会連携・知的財産センター センター長 合谷 祥一 役職指定 

 〃 副センター長 永冨 太一 役職指定 

教育学部 准教授 松下 幸司 H29.4.1～H31.3.31 

法学部 准教授 春日川 路子 H29.4.1～H30.3.31 

経済学部 准教授 繁本 知宏 H29.4.1～H30.3.31 

医学部 准教授 中北 愼一 H29.4.1～H31.3.31 

工学部 教授 平田 英之 H29.4.1～H31.3.31 

農学部 教授 麻田 恭彦 H29.4.1～H31.3.31 
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（６）知的財産評価専門委員会委員               

 

職 名 氏 名 備 考 （任期等）

センター長 合谷 祥一   

副センター長 永冨 太一   

産学官連携コーディネータ・知的財産コーディネータ 内田 俊生 （H30.10.1～） 

産学官連携コーディネータ・知的財産コーディネータ 瀧本 朋樹  

産学官連携コーディネータ・知的財産コーディネータ 山本 知生 （～H30.4.30） 

知的財産コーディネータ 辰野 勇 H28.6.20～H30.6.19
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社会連携・知的財産センター組織図

産学連携・知的財産センタースタッフ

産学連携・知的財産センター規程

産学連携・知的財産センター会議規程

産学連携・知的財産センター利用細則

知的財産帰属決定会議規程

知的財産評価専門委員会規程

知的財産評価に関する取扱要領

知的財産ポリシー

職務発明規程

知的財産の譲渡等の取扱いに関する細則

研究成果有体物管理規程

共同研究取扱規程

受託研究取扱規程

利益相反について

平成30年1月1日現在

社会連携・知的財産センター組織図

　　　◆産学官連携の推進 　　　◆知的財産の創出・取得

　　　◆企業等との技術相談・窓口 　　　◆知的財産の管理・活用

　　　◆共同研究・受託研究支援 　　　◆学内への知財研修・啓発

教育学部 ○専任教員 【１名】

法学部 ○産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ・知的財産ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 【２名】

経済学部 ○産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 【１名】

医学部 ○学術部長[管理担当] 【１名】

工学部 ○研究協力グループ事務職員 【２名】

農学部 ○事務補佐員 【３名】

地域マネジメント研究科

　○産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ  【１名】 　　○知的財産ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ　【４名】

サテライトオフィス 　○知的財産ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ     【２名】 　　○その他　【６名】

技術交流協力会（KING）

○知的財産ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 【５名】      　　○知的財産ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ【２名】

（５）

参　考　資　料（平成３０年１０月１日現在）

（１）

（２）

（３）

（４）

学　　長

研究・評価担当理事

（６）

（７）

（８）

（９）

（10）

（11）

香川大学･愛媛大学連合法務研究科

（12）

（13）

（14）

（15）

社会連携・知的財産センター

社会連携・知的財産センター長

研究戦略室
　　（社会連携担当） 　　（知的財産担当）

各センター

客員教授・客員准教授（非常勤）

学外専門家（非常勤）

四国ＴＬＯ 金融機関 地方自治体 ＪＳＴ
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産学連携・知的財産センタースタッフ 

部     局 職   名 氏  名 

産学連携・知的財産センター 

センター長 

准教授 

産学官連携コーディネータ 

知的財産コーディネータ 

永冨 太一 

産学連携部門長 合谷 祥一 

知的財産部門長 

特命助教 

産学官連携コーディネータ 

知的財産コーディネータ 

内田 俊生 

特命助教 

産学官連携コーディネータ 

知的財産コーディネータ 

瀧本 朋樹 

管理担当職員[学術部長] 宮下 真来枝 

客員教授 大家 利彦 

客員教授 大平 文和 

客員教授 中村 善貞 

客員教授 辻丸 光一郎 

産学官連携アドバイザー 山本 知生 

産学官連携アドバイザー 本多 八潮 

客員教授 

知的財産コーディネータ 
辰野 勇 

客員教授 

知的財産アドバイザー 
山内 康伸 

客員准教授 

知的財産アドバイザー 
中井 博 

客員准教授 

知的財産コーディネータ 
大江 瑞絵 

客員准教授 

知的財産コーディネータ 
辻本 和敬 

客員准教授 

知的財産コーディネータ 
山下 春奈 

客員准教授 

知的財産コーディネータ 
矢野 慎一 

知的財産コーディネータ 兼平 重和 

知的財産コーディネータ 大山 真吾 

知的財産コーディネータ 山川 拓哉 

知的財産コーディネータ 吉田 恵美 

事務補佐員 松井 美紀 

事務補佐員 湯口 直美 

香川大学技術交流協力会  樫原 綾 
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部     局 職   名 氏  名 

事務担当（地域・産学官連携推

進グループ） 

学術部次長(併)リーダー 小野 浩三 

サブリーダー 山口 法男 

チーフ 林 裕樹 

再採用職員 奈良 薫 

事務補佐員 内海 礼子 
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香川大学産学連携・知的財産センター規程 

平成30年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、香川大学組織規則第18条第２項の規定に基づき、香川大学産学連携・

知的財産センター（以下「センター」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 センターは、香川大学（以下「本学」という。）における産学官連携活動を推進す

ること並びに本学における知的財産の創出、取得、活用及び管理を戦略的に実施すること

及び本学の各種組織を有機的に連携した、全学的な知的財産の管理・活用体制を整備する

ことにより、産学官交流の場として地域の科学技術発展と産業の振興に寄与するとともに、

本学における学術研究及び教育の充実に資することを目的とする。 

（業務） 

第３条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 企業等との共同研究及び受託研究に関すること。 

(2) 企業等への研究成果の技術移転に関すること。 

(3) 本学に帰属する知的財産に関すること。 

(4) 学内に対する知的財産の研修に関すること。 

(5) 企業等の技術者に対する技術教育及び研修に関すること。 

(6) 企業等との学術情報交換と連携協力に関すること。 

(7) 企業等からの科学技術相談に関すること。 

(8) 外国人研究者との共同研究及び学術交流に関すること。 

(9) 学内及び他大学との共同研究に関すること。 

(10) 本学の学生に対する実践的な技術教育及び研究指導に関すること。 

(11) 地域社会における学術研究交流に関すること。 

(12) 四国５大学連携による事業の共同実施に関する協定書第２条第２項及び四国５大

学連携による知のプラットフォーム形成事業に係る申合せ第２(3)に定める「四国産学

官連携イノベーション共同推進機構（以下「四国共同機構」という。）の事業の実施」

に関すること。 

(13) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。 

（部門） 

第４条 センターは、前条の業務を遂行するために、次の部門を置く。 
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(1) 産学連携部門 

(2) 知的財産部門 

（職員） 

第５条 センターに、次に掲げる職員を置く。 

(1) センター長 

(2) センター担当教員 

(3) 産学官連携コーディネータ 

(4) 知的財産コーディネータ 

(5) 四国共同機構担当教員 

(6) 管理担当職員 

(7) その他必要な者 

２ センターに副センター長を置くことができる。 

３ センターの各部門に部門長を置くことができる。 

４ センターに、必要に応じて次に掲げる非常勤のコーディネータ及びアドバイザー等を置

くことができる。 

(1) 産学官連携コーディネータ 

(2) 産学官連携アドバイザー 

(3) 特命担当コーディネータ 

(4) 知的財産コーディネータ 

(5) 知的財産アドバイザー 

(6) ベンチャー起業アドバイザー 

(7) 四国共同機構担当教員 

５ 第１項第６号は、本学の学術部長をもって充てる。 

６ 第１項第３号から第５号まで及び第７号に掲げる者並びに第４項各号に掲げる者は、セ

ンター長の申出に基づき、香川大学産学連携・知的財産センター会議（以下「センター会

議」という。）の議を経て、センター長が任命又は委嘱する。 

（センター長） 

第６条 センター長は、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が任命する。 

２ センター長は、センターの業務を総括する。 

３ センター長の任期は２年とし、再任することができる。ただし、当該センター長を任命

した学長の任期を超えることはできない。 
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４ 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者

の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ センター長の選考は、次の各号に該当する場合に行う。 

(1) 任期が満了するとき。 

(2) 辞任を申し出たとき。 

(3) 欠員となったとき。 

６ センター長の選考は、前項第１号の場合には、任期満了前の１月前以前に、同項第２号

又は第３号の場合には、速やかに行うものとする。 

（副センター長） 

第７条 第５条第２項の規定に基づき副センター長を置くときは、センター長の推薦に基づ

き、学長が任命する。 

２ 副センター長は、センター長を補佐する。 

３ 副センター長の任期は２年とし、再任することができる。ただし、当該副センター長は

センター長の任期を超えることはできない。 

４ 前項の規定にかかわらず、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任

者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（部門長） 

第８条 第５条第３項の規定に基づき部門長を置くときは、センター長の申出に基づき、学

長が任命する。 

（センター担当教員） 

第９条 センター担当教員の任命は、学長が行う。 

２ 候補者の教育研究業績の審査について、学長から付託された場合において、香川大学産

学連携・知的財産センター会議が審査したセンター担当教員候補者を報告する。 

（客員教授等） 

第10条 センターに、客員教授及び客員准教授（以下「客員教授等」という。）を置くこ

とができる。 

２ 前項の客員教授等の称号の付与は、センター長の申出に基づき、学長が行う。 

３ 前項の申出は、センター会議が選考した客員教授等候補者を推薦することにより行う。 

４ センター長は、客員教授等に第５条第１項第３号、第４号及び第６号に掲げる者又は同

条第４項各号に掲げる者を兼務させることができる。 

５ 客員教授等の任期は、１年以内とし、再任を妨げない。 
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（協力教員） 

第11条 センターに、産学官連携に対する日常的な活動を支援、及び知的財産を発掘する

ため協力教員を置く。 

２ 協力教員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 協力教員は、センター長と部局の長との協議を経て、センター長が任命する。 

（事務） 

第12条 センターの事務は、学術・地域連携推進室地域・産学官連携推進グループにおい

て処理する。 

（雑則） 

第13条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことが

できる。 

３ この規程の施行により、香川大学社会連携・知的財産センター規程（平成20年４月１

日制定）は、廃止する。 
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香川大学産学連携・知的財産センター会議規程 

平成30年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、香川大学組織運営規則第12条の２第２項の規定に基づき、香川大学

産学連携・知的財産センター会議（以下「センター会議」という。）に関し必要な事項を

定める。 

（任務） 

第２条 センター会議は、香川大学産学連携・知的財産センター（以下「センター」という。）

の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を協議する。 

(1) センターの業務に関する事項 

(2) センター担当教員選考に関する事項 

(3) その他センター長が必要とする事項 

（組織） 

第３条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センター長 

(2) 香川大学産学連携・知的財産センター規程第５条第２項の規定による副センター長 

(3) 香川大学産学連携・知的財産センター規程第５条第３項の規定による各部門長 

(4) センター主担当教員 

(5) 香川大学産学連携・知的財産センター規程第５条第１項に掲げる産学官連携コーデ

ィネータ、知的財産コーディネータ及び四国共同機構担当教員 

(6) 管理担当職員 

（議長） 

第４条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。 

２ 議長は、会議を招集し、主宰する。 

３ 議長に事故があるときは、予め議長が指名した委員がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第５条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 

（事務） 

第６条 センター会議の事務は、学術・地域連携推進室地域・産学官連携推進グループグル

ープにおいて処理する。 
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（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が

別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行により、香川大学社会連携・知的財産センター会議規程（平成20年４

月１日制定）は、廃止する。 
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香川大学産学連携・知的財産センター利用細則 

平成30年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この細則は、香川大学産学連携・知的財産センター規程第13条の規定に基づき、

香川大学産学連携・知的財産センター（以下「センター」という。）の利用に関し、必要

な事項を定める。 

（センターの利用） 

第２条 センターは、次の各号に掲げる目的のために利用することができる。 

(1) 民間機関等との共同研究及び受託研究 

(2) 民間機関等と技術者に対する技術研修 

(3) 香川大学（以下「本学」という。）の学生に対する実践的な研究指導 

(4) 産学連携の推進及び知的財産に関するセミナー、シンポジウムなど学術研究集会の

開催 

(5) 本学の研究成果を活用した事業（創業準備を含む。） 

(6) その他産学連携の推進及び知的財産に関するものとして産学連携・知的財産センタ

ー長（以下「センター長」という。）が特に必要と認めた業務 

（利用申請及び変更） 

第３条 センターの共同研究室を利用しようとするときは、利用する者の中から責任者（原

則として、本学の教員に限る。以下「利用責任者」という。）を定め、利用（変更）申請

書（別紙様式１）及び研究計画調書（別紙様式２）をセンター長に提出しなければならな

い。 

２ 利用の可否は、香川大学産学連携・知的財産センター（以下「センター会議」という。）

の議を経てセンター長が承認する。 

３ センター長は、本条第１項の利用申請に対し、利用の可否を利用責任者に通知するもの

とする。 

４ 利用責任者は、利用計画に変更が生じたときは、速やかにセンター長の承認を受けなけ

ればならない。 

（利用期間） 

第４条 共同研究室の利用期間は、原則として承認の日の属する年度内とする。 

２ 共同研究及び受託研究が複数年度契約になっている等事業遂行上前項の規定によりが

たい事情がある場合センター長は、利用期間の延長を認めることができる。延長できる利
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用期間は２年以内とし、年度ごとに承認を得るものとする。 

（利用の報告） 

第５条 センター長は、必要に応じて利用者に対し、利用に係る事項について報告を求める

ことができる。 

（細則の遵守） 

第６条 利用者は、この細則を遵守しなければならない。 

２ センター長は、利用者が前項に違反し、又はセンターの運営に支障を与えるおそれがあ

るときは、利用の承認を取り消すことができる。 

（利用の取消等） 

第７条 次の各号に掲げる場合は、センターの利用承認を取り消し、又は利用を中止させる

ことがある。 

(1) 利用者が、この細則の規定に反した場合 

(2) 利用者が、センターの利用目的に反した場合 

(3) センター長が、センターの管理運営上支障があると認めた場合 

（損害の弁償） 

第８条 利用者は、施設、設備及び備品等の保全に努めなければならない。 

２ センター長は、利用者が故意又は過失によりセンターの施設、設備及び備品等を破損し、

又は亡失したときは、その弁償を求めることができる。 

（機器の搬入等） 

第９条 利用者は、機器搬入申請書（別紙様式３）をセンター長に提出し、承認を得て、セ

ンター内で使用する教育研究に必要な機器等を搬入することができる。 

２ 利用者は、前項による機器等の使用が終了したときは、速やかに搬出しなければならな

い。 

３ 機器等の搬入及び搬出に要する経費は、当該利用者の負担とする。 

（利用上の注意） 

第10条 センターの利用に当たっては、事故、災害の防止に努めなければならない。また、

整理・整頓・清掃など、清潔で安全な環境の維持管理に留意しなければならない。 

（経費の負担） 

第11条 センターの共同研究室を利用するときは、利用者は、別表第１に係る経費及び光

熱水料の実費相当額を負担しなければならない。ただし、センター長が必要と認めた場合

は、利用料金の一部又は全額を免除することができる。 
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（雑則） 

第12条 この細則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長

が別に定める。 

附 則 

１ この細則は、平成30年4月1日から施行する。 

２ この細則を施行するために必要な準備行為は、この細則の施行前においても行うことが

できる。 

３ この細則の施行により、香川大学社会連携・知的財産センター利用細則（平成20年４

月１日制定）は、廃止する。 
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別表第１（第11条関係）―利用負担額― 

階 部屋名（面積） 利用負担額／年当たり（円） 

2階 共同研究室1（42m2） 105,000

共同研究室2A（37m2） 92,500

共同研究室2B（37m2） 92,500

共同研究室3（46m2） 115,000

3階 共同研究室4A（37m2） 92,500

共同研究室4B（37m2） 92,500

共同研究室5（35m2） 87,500

注１） 利用負担額は、１年間１m２当たり２,５00円とする。 

注２） 部屋の利用に伴う光熱水料は、上記利用負担額に含まない。 

注３） 利用期間は原則１年とする。ただし、月単位で利用する場合には、月割計算によ

り負担する。月割計算による利用負担額の月額は、年額の12分の１に相当する額を負

担する。 
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別紙様式 1(第 3 条第 1項関係) 

香川大学産学連携・知的財産センター共同研究室（新規・延長） 

利用(変更)申請書 

平成 年 月 日 
香川大学産学連携・知的財産センター長 殿 
 
                利用責任者 
                所属部局 
                職・氏名                 印 
                電話             fax 
                E-mail 

下記のとおり利用（変更）したいので申請します。 
記 

利 用 区 分 共同研究   受託研究   大学発ベンチャー 
研 究 題 目 
（複数記載可）  

利 用 者 
（センターを利用

する者を記載する

こと） 

所属・職 氏 名 連絡先 電話・FAX・E-mail 
   
   
   
   

利用希望期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日（年度にまたがった申請は不可） 
延長申請の場合は、利用開始日（平成  年  月  日）     

利用希望 
共同研究室名 共同研究室○ 

利用するセンター 
設備・機器等名 

 
 
 

搬入予定の主な大
型機器 

 
 
 

センター専用欄 

上記申請を  ・承認する  ・承認しない（理由：      ）

 
 平成  年  月  日 

       産学連携・知的財産センター長    印 

備 考  

注１） 共同研究・受託研究の場合は、原則として申込書または契約書の写し（今年度分で

も可）を提出して下さい。本申請に添付できない場合には、利用開始日までに提出

して下さい。提出がない場合には、利用を取り消すことがあります。 
注２） 大学発ベンチャーとは、利用細則第２条第５号に規定する本学の研究成果を活用し

た事業（創業準備を含む。）を実施する企業とする。 
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別紙様式 2(第 3 条第 1 項関係) 
 

研 究 計 画 調 書 

現在までの準

備状況等 
（継続希望者

にあっては現

在までの研究

実績・研究成 
果等） 

 

共同研究室を

利用する必要

性（共同研究 

 との関連性） 

 

共同研究室と

しての見込め

る活用度・研 
究成果及び研

究計画 
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別紙様式３（第９条第１項関係） 
 

機 器 搬 入 申 請 書 
 

平成  年  月  日 
香川大学産学連携・知的財産センター長 殿 
 
                 利用（責任）者 
                 所属部局 
                 職・氏名                印 
                 電話             fax 
                 E-mail 
 
   下記の機器を利用承認を受けた研究室に搬入したいので申請します。 
 

記 
搬 入 目 的  

共同研究室名  

搬 入 日 時 平成  年  月  日  時 

搬 入 機 器 名  物品番号 

規 格  

寸 法 幅  mm、高さ  mm、奥行  mm 

重 量    Kg 

使 用 電 力 相（単相、３相）、電力（１００、２００V）、容量（   KW） 

センター 
専用欄 

 
上記申請を  ・承認する  ・承認しない（理由：      ） 

 
 平成  年  月  日 

       産学連携・知的財産センター長    印 
 
 

（注）この申請書は搬入機器ごとに提出してください。 
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香川大学知的財産帰属決定会議規程 

平成19年６月１日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、香川大学職務発明規程第５条の２第２項の規定に基づき、香川大学知

的財産帰属決定会議（以下「決定会議」という。）に関し必要な事項を定める。 

（任務） 

第２条 決定会議は、学長からの諮問を受け、知的財産の帰属の決定等を行うために必要な

審議を行う。 

（組織） 

第３条 決定会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する理事又は副学長（以下「理事等」という。） 

(2) 産学連携・知的財産センター長 

(3) 財務又は経営を担当する常勤の理事 

(4) 香川大学産学連携・知的財産センター規程第５条第２項の規定による副センター長 

(5) 香川大学産学連携・知的財産センター規程第５条第３項の規定による各部門長 

(6) 各学部等から選出された教員 各１人 

(7) 知的財産活用に関する学外有識者 

２ 前項第６号の委員は、学長が任命する。 

３ 第１項第６号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じ

たときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 第１項第７号の委員は、理事等の推薦に基づき学長が委嘱する。 

（議長） 

第４条 決定会議に議長を置き、理事等をもって充てる。 

２ 議長は、決定会議を招集し、主宰する。 

３ 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。 

（議事） 

第５条 決定会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができな

い。ただし、やむを得ず欠席をする委員から書面による委任をされた者を委員代理として

出席委員とみなす場合は、この限りではない。 

２ 議事は、出席委員（前項ただし書きの委員代理を含む。）の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 
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（専門委員会） 

第６条 職務発明等に関する事項を評価し、決定会議に報告させるため、香川大学知的財産

評価専門委員会（以下「専門委員会」という。）を置く。 

２ 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

（委員以外の者の出席） 

第７条 決定会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

（事務） 

第８条 決定会議の事務は、学術・地域連携推進室地域・産学官連携推進グループにおいて

処理する。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、決定会議に関し必要な事項は、決定会議が別に定め

る。 

附 則 

１ この規程は、平成19年６月１日から施行し、平成19年４月１日から適用する。 

２ この規程の施行により、第３条第１項第５号の教員が決定会議の委員となる場合の任期

は、同条第３項の規定にかかわらず、平成21年３月31日までとする。 

附 則（平成20年４月１日） 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日） 

この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年４月１日） 

この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年11月１日） 

この規程は、平成27年11月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 
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香川大学知的財産評価専門委員会規程 

平成16年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、香川大学知的財産帰属決定会議規程第６条第２項の規定に基づき、香

川大学知的財産評価専門委員会（以下「専門委員会」という。）に関し必要な事項を定め

る。 

（任務） 

第２条 専門委員会は、特許出願の迅速性を図るため、次の各号に掲げる事項について評価

する。 

(1) 職務発明等の該当の可否 

(2) 当該職務発明等の技術的評価 

(3) 当該職務発明等の活用性 

(4) 当該職務発明に係る知的財産権の持分割合 

(5) その他職務発明等に関すること。 

２ 専門委員会は、評価結果について香川大学知的財産帰属決定会議規程第３条第１項第１

号に定める理事又は副学長に報告する。 

（組織） 

第３条 専門委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(1) 産学連携・知的財産センター長（以下「センター長」という。） 

(2) 香川大学産学連携・知的財産センター規程第５条第２項の規定による副センター長 

(3) 香川大学産学連携・知的財産センター規程第５条第３項の規定による知的財産部門

長 

(4) 香川大学産学連携・知的財産センター規程第５条第１項に掲げる産学官連携コーデ

ィネータ及び知的財産コーディネータ 

(5) その他センター長が必要とする者 若干人 

２ 前項第５号の委員は、学内者又は学外者からセンター長が任命又は委嘱し、任期は２年

とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 必要に応じて、前条第１項の評価を受ける該当部局等の知的財産帰属決定会議委員を専

門委員会委員に加えることができる。 

（委員長） 

第４条 専門委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 
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２ 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。 

（議事） 

第５条 専門委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもっ

て決する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 専門委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことが

できる。 

（事務） 

第７条 専門委員会の事務は、学術・地域連携推進室地域・産学官連携推進グループにおい

て処理する。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規程は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年６月23日） 

この規程は、平成17年６月23日から施行し、平成17年６月１日から適用する。 

附 則（平成19年６月１日） 

この規程は、平成19年６月１日から施行し、平成19年４月１日から適用する。 

附 則（平成20年４月１日） 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年４月１日） 

この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年11月１日） 

この規程は、平成27年11月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 
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香川大学知的財産評価に関する取扱要項 

平成16年６月23日 

（趣旨） 

第１条 この要項は、香川大学知的財産評価専門委員会（以下「専門委員会」という。）規

程（以下「規程」という。）第２条に規定する評価について、その取扱いを定める。 

（権利の帰属） 

第２条 本学に届出のあった職務発明等については、専門委員会で評価され、その報告に基

づき、香川大学知的財産帰属決定会議（以下「決定会議」という。）でその帰属を決定す

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、学長は発明等の迅速な出願等のために必要と認めるときは、

決定会議での審議の前に必要な保全手続きをとることができる。 

（意見の申出） 

第３条 発明者は、所属する部局の決定会議委員を通じて、専門委員会に意見を申し出るこ

とができる。 

２ 専門委員会委員長は、前項の申出があったときは、当該決定会議委員をその発明等に係

る専門委員会の委員に加えなければならない。 

（再評価の禁止） 

第４条 本学が職務発明等の権利を承継しないと決定した発明等については、再評価は行わ

ないものとする。 

（評価の実施時期等） 

第５条 専門委員会は、本学が承継した職務発明等の権利について、次の各号に掲げる時期

に、規程第２条各号に掲げる事項について評価し、その報告に基づき決定会議でその帰属

を決定するものとする。 

(1) 発明等の出願時期 

(2) 発明等の審査請求時 

(3) 発明等の登録維持時 

２ 前項各号の評価は、決定会議において職務発明等の権利を本学が承継しないと決定し、

発明者に当該権利が返却された後、発明者が当該権利の保全に必要な手続きを実施できる

期間を確保できる時期に行わなければならない。 

（雑則） 

第６条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、産学連携・知的財産センター長が別
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に定める。 

附 則 

この要項は、平成16年６月23日から施行する。 

附 則（平成19年６月１日） 

この要項は、平成19年６月１日から施行し、平成19年４月１日から適用する。 

附 則（平成20年４月１日） 

この要項は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日） 

この要項は、平成30年４月１日から施行する。 
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              香川大学 知的財産ポリシー 
                              
 社会に貢献することは、大学にとって教育、学術研究に続く第三の使命です。なか

でも、大学が研究成果を知的財産として主体的に創出し、社会、とりわけ産業界にお

いて活用することは、大学の社会貢献の一つの形態です。研究成果を社会に還元し活

用することは、学術研究の活性化及び研究資金の獲得という観点からも有意義です。 
 香川大学は、社会の発展に貢献し、学術研究の活性化等のため、研究成果を知的財

産として創出、活用するにあたり、次のことを表明します。 
 
・ 学術研究においては研究者の自主性を尊重します。 
 
・ 大学の公益性・公共性にかんがみ、研究成果は公にすることを基本的責務としま 
 す。 
 
・ 本学は、産業界を通じた社会貢献を効果的に進めるため、学術研究の成果を知的

財産として確立・活用し社会に還元することを目的に、積極的な知的財産の権利化

を図ります。 
 
・ 職員が職務としてなした発明及び考案等（職務発明等）を行って得た知的財産は、

大学に帰属することを原則とし、社会貢献のため積極的な活用を図ります。 
 
・ 大学は、職務発明等に伴う研究成果として知的財産を創出した職員に対し、相当 

の対価を支払うとともに、その活用を図り、新たな研究資金等に還元することとし

ます。 
    
・ 大学に帰属した知的財産を創出者の意向を尊重しつつ有効に活用し、すみやかに

産業界に技術移転するよう務め、創出者により新たな課題を開拓することを支援し

ます。  
 
・ 知的財産を創出、保護、活用するための制度や組織を整え、学術研究の活性化を 

支援するための体制整備を図ります。 
    
・ 知的財産の創出・活用活動が、文化及び産業界の発展に寄与し、ひいては社会の

豊かな生活の実現に資するものであることを、実践的に学生に教育します。 
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香川大学職務発明規程 

平成16年４月１日 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、香川大学（以下「大学」という。）の職員が行った発明等の取扱いに

ついて規定し、その発明者としての権利を保障し、発明及び研究意欲の向上を図ることを

目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるものとする。 

(1) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許法（昭和34年法律第121号）に規定する特許権、実用新案法（昭和34年法律第

123号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和34年法律第125号）に規定する意匠権、

商標法（昭和34年法律第127号）に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関

する法律（昭和60年法律第43号）に規定する回路配置利用権、種苗法（平成10年法

律第83号）に規定する育成者権及び外国における前記各権利に相当する権利 

ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける

権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録の出願に

より生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第３条第１項に規定する回

路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第３条第１項に規定する品種登録を

受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利 

ハ 著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項第10号の２のプログラムの著作物

及び同号の３のデータベースの著作物（以下「プログラム等」という。）に係る著作

権法第21条から第28条に規定する著作権及び外国における前記各権利に相当する権

利 

(2) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許権の対象となるものについては発明 

ロ 実用新案権の対象となるものについては考案 

ハ 意匠権の対象となるものについては意匠 

ニ 商標権の対象となるものについては商標 

ホ 回路配置利用権の対象となるものについては半導体集積回路の回路配置 

ヘ 育成権の対象となるものについては品種 
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ト 著作権の対象となるものについてはプログラム等 

(3) 「職員」とは、香川大学職員就業規則第２条第１号に定める者をいう。 

(4) 「職務発明等」とは、大学における教育研究活動の一環として行われた研究等に基

づき職員が行った発明等であって、かつ、当該発明等をするに至った行為が職員の現在

又は過去の職務に属する発明等をいう。 

(5) 「発明者」とは、職務発明等を行った職員をいう。 

(6) 「退職」とは、香川大学職員就業規則第21条第１項に定めることをいう。 

第２章 権利の帰属、発明等の届出 

（権利の帰属） 

第３条 大学は、職務発明等に係る知的財産権の全部または一部を承継し、これを所有する

ものとする。ただし、特別の事情があると大学が認めるときは、発明者に帰属させること

ができる。 

（届出及び受理） 

第４条 職員は、発明等を行ったときは、発明等届出書（別記様式１）によって、速やかに

学長に届け出るものとする。 

２ 学長は、前項の届出があったときは、速やかに当該発明者に受理した旨を通知しなけれ

ばならない。 

（決定） 

第５条 学長は、前条第１項の届出があったときは、学長が指名する理事又は副学長（以下

「理事等」という。）に対し、発明等に関する事項を諮問し、その報告に基づき当該発明

等に関し権利の帰属等を決定する。 

２ 学長は、前項の規定により決定したときは、当該発明者に通知しなければならない。 

３ 学長は、職務発明等の権利を大学が承継すると決定したときは、出願等権利保護のため

必要な手続きを行うことができる。 

４ 学長は、前項の規定にかかわらず、理事等の報告を踏まえ、必要な場合には、職務発明

等の権利を大学が承継すると決定する前に、権利保護のため発明者の同意のもとに出願等

の必要な手続きを行うことができる。 

５ 前項によって、権利保護のために出願等の手続きを行った発明等について、職務発明等

の権利を大学が承継しないと決定した場合は、大学の責任の下に速やかに修正されなけれ

ばならない。 

（決定会議） 
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第５条の２ 前条の決定のため、香川大学知的財産帰属決定会議（以下「決定会議」という。）

を置く。 

２ 決定会議に関し必要な事項は、別に定める。 

（決定に関する事務の委任） 

第５条の３ 学長は、権利の帰属等の決定に関する事務を理事等に委任する。 

（譲渡書の提出等） 

第６条 発明者は、学長が職務発明等の権利を大学が承継すると決定したときは、権利譲渡

書（別記様式２）を学長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、大学と発明者が知的財産権を共有する場合においても適用する。 

３ 学長は、発明者から権利が譲渡された職務発明等について、出願等権利保護のため必要

な手続きを行わなければならない。 

４ 第１項の規定により権利の譲渡を受けた職務発明等について、権利の承継を続けないこ

とを決定したときには、遅滞なく発明者に返還するものとする。 

（任意譲渡） 

第７条 職員からの届出による発明等について、学長が職務発明等の権利を大学が承継しな

いと決定した場合に、発明者から知的財産権を大学に譲渡する申し出があったときは、学

長は、理事等の意見を徴したうえで、知的財産権の承継の可否を決定する。 

（異議の申立て） 

第８条 発明者は、第５条第１項による決定に異議あるときは、通知を受けた日から２週間

以内に学長に対し、異議を申立てることができる。 

２ 学長は、異議の申立てがあったときは、理事等の意見を徴したうえで、異議申立ての当

否を決定する。 

３ 学長は、前項の決定を当該発明者に通知する。 

第３章 発明者への補償 

（補償金の支払） 

第９条 大学は、職務発明等をした発明者に対し、別に定める補償金を支払うものとする。 

（退職したときの補償） 

第10条 前条の補償金を受ける権利は当該権利に係る発明者が退職した後も存続する。 

２ 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利はその相続人が承継する。 

第４章 雑則 

（守秘義務） 
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第11条 大学と発明者は、当該発明等の内容等の事項について、出願までの期間、秘密を

守らなければならない。ただし、大学と発明者が協議のうえ、秘密期間を延長することが

できるものとする。 

（退職後の取扱い） 

第12条 職員が退職した場合においても、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱

いは、本規程によるものとする。 

（職員以外の者の取扱い） 

第13条 職員以外の者で、職務発明等につき契約がなされている者については、この規程

を準用する。 

（事務局） 

第14条 本規程に定める事務は、産学連携・知的財産センターが行う。 

附 則 

この規程は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年６月１日） 

この規程は、平成19年６月１日から施行し、平成19年４月１日から適用する。 

附 則（平成20年４月１日） 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年４月１日） 

この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 
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別記様式1(第4条関係) 

平成  年  月  日 

 

香川大学長 殿 

 

 

所 属                    

職位・氏名               印    

連 絡 先 電話                 

ファックス              

電子メール              

 

 

発 明 等 届 出 書 

 

 香川大学職務発明規程第4条第1項に基づき、下記のとおり発明等を届出いたします。 

 

記 

1 発明等の名称 

2 知的財産の種類 

3 共同発明者の有無  有 ／ 無 

   所属・氏名・連絡先(電話、ファックス、電子メール) 

4 発明等の経過 

5 主たる研究経費及び研究設備 

6 特許出願希望国 

7 発明等の内容 

 A) 従来技術 

 B) 発明等の説明 

 C) 発明等による効果・作用 

 D) 発明等の段階 

   実用化のために更なる研究が必要である  はい ／ いいえ 

 E) 実用化に際しての課題 

 F) 実用化可能な製品・分野 

8 発明の活用先企業、または更に共同研究したい機関、企業などの候補があれば記載し

てください。 

9 出願の希望時期 

10 発表の有無   有 ／ 無 

   発表予定(学会名、発表方法、刊行物名、ホームページのアドレス等) 

11 その他 

注)1 この届出は、学内の発明者の代表者が行うことで共同届出とすることができます。 

  2 3の共同発明者の欄は、学外の発明者についても記載してください。 
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別記様式2(第6条関係) 

 

 

権 利 譲 渡 書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 住 所 香川県高松市幸町1番1号 

 譲受人 香 川 大 学 長   殿 

 

 

 

住 所              

居 所              

譲渡人           印  

 

 

 

 香川大学職務発明規程第6条第1項に基づき、下記の発明等に関する特許権等知的財産権

を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。 

 

 

記 

 

 

 1 発明等の名称 

 

 

 2 特許権等知的財産権の持分 

      発明者氏名等          学内発明者の持分割合 

 

 

  (参考) 

   その他学外発明者の有無      あり・なし 
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香川大学知的財産の譲渡等の取扱いに関する細則 

平成16年６月23日 

（趣旨） 

第１条 この細則は、香川大学（以下「本学」という。）における知的財産の機関管理に当

たり、発明者が職務発明等の権利を本学に譲渡する場合の発明者の権利及び義務、並びに

発明者に対する知的財産権を活用した収益の配分について、必要な事項を定める。 

（本学が承継した職務発明等の権利の取扱い） 

第２条 本学が承継した職務発明等の権利は、本学の責任の下に、誠実に権利の成立と維持

に必要な手続きを取るものとし、発明者は出願手続等において本学に協力しなければなら

ない。 

（発明等に対する照会） 

第３条 産学連携・知的財産センター長（以下「センター長」という。）は、本学が承継し

た職務発明等の権利について当該発明者から照会を受けた場合は、その職務発明等の現在

の状況について説明しなければならない。 

２ 発明者は、権利譲渡書を提出した当該職務発明等の取扱いについて疑義がある場合は、

センター長に説明を求めることができる。 

（仮手続き） 

第４条 本学に届出のあった職務発明等は、知的財産評価専門委員会（以下「専門委員会」

という。）で評価し、その報告に基づき知的財産帰属決定会議（以下「決定会議」という。）

で帰属を決定する。 

２ 職務発明等の迅速な出願等を行う必要がある場合は、当該職務発明等に関する権利の帰

属を決定する前に、必要な保全手続きを取ることができる。 

３ 前項の規定に基づき、本学が職務発明等の権利を承継するものとして保全手続を行った

後、職務発明等の権利を承継しないと決定した場合、保全手続に要した費用の負担を当該

発明者に求めないものとする。 

４ 第２項の規定に基づき、本学が職務発明等の権利を承継しないものとして発明者自らが

保全手続を行った後、本学が職務発明等の権利を承継すると決定をした場合は、本学が当

該発明者が負担した費用を補償するものとする。 

（発明等の活用） 

第５条 センター長は、権利の譲渡を受けた職務発明等について、発明者の意向を尊重し、

かつ発明者と協力して、その活用に努めるものとする。 
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２ 前項の活用の形態は、技術移転による収益の獲得、共同研究・受託研究又は各種研究資

金の助成等による外部資金の獲得などによるものとする。 

（権利の返還） 

第６条 本学が権利の譲渡を受けた職務発明等について、出願等権利保護のために必要な手

続きを取らないとき、又は権利化後３年間にわたり発明等を活用できないときは、発明者

と協議の上、返還することができるものとする。 

（収益の配分） 

第７条 知的財産権を活用して得られた収益のうち、その収益を得るまでに本学が要した費

用を除いた額を配分するものとする。ただし、契約で定額を設定しない収入（製品の売上

高に応じて支払われる実施料等）に限り、その収益を得るまでに要した費用を控除せず、

得られた収益の全額を配分するものとする。 

２ 前項による額の50％を発明者に、残りを本学に配分するものとする。 

３ 発明者が退職等又は死亡したときは、第１項による額の50％を限度に発明者又はその

承継者に、残りを本学に配分する。 

４ 本学の学生が発明者に含まれているときの収益配分は、前３項を準用する。 

５ 学外者（発明規程のない他大学の研究者及び個人等（企業所属者を除く。）に限る。）

が発明者に含まれるときの収益配分は、第１項から第３項までを準用する。 

６ 前各項の規定により本学に配分される額の50％を産学連携・知的財産センターに配分

する。 

７ 発明者又は承継者への収益の配分は、次の各号に掲げる期間内に得られた総収益に応じ

て行うものとする。 

(1) １月１日から６月30日までの期間 

(2) ７月１日から12月31日までの期間 

（雑則） 

第８条 この細則に定めるもののほか、職務発明等に係る発明者の権利及び義務、並びに発

明者に対する知的財産権を活用した収益の配分に関する必要な事項は、センター長が別に

定める。 

附 則 

この細則は、平成16年６月23日から施行する。 

附 則（平成17年９月15日） 

この細則は、平成17年９月15日から施行する。 
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附 則（平成19年６月１日） 

この細則は、平成19年６月１日から施行し、平成19年４月１日から適用する。 

附 則（平成20年４月１日） 

この細則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年４月１日） 

この細則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年４月１日） 

この細則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年12月26日） 

この細則は、平成28年12月26日から施行し、平成28年４月１日から適用する。ただし、

第７条第７項に限り、平成29年４月１日から適用する。 

附 則（平成30年４月１日） 

この細則は、平成30年４月１日から施行する。 
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香川大学研究成果有体物管理規程 

平成17年12月26日 

（目的） 

第１条 この規程は、香川大学（以下「本学」という。）がその研究活動によって有するこ

とに至る成果有体物の取扱いについて、必要な事項を定めることにより、成果有体物の適

正な管理を図り、もって研究活動及び社会連携活動を円滑に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、「成果有体物」とは、職員等の研究の過程において創作又は取

得された物のうち、学術的又は財産的に価値のある有形の物であって、試薬、試料、化学

物質、実験動植物、菌株、試作品、試験装置又は実験器具をいう。 

２ この規程において、成果有体物が生物試料である場合には、その増殖繁殖によって生じ

た子孫増殖物も成果有体物とみなして適用する。 

３ この規程において、「職員等」とは、次の各号に定める者をいう。 

(1) 本学職員就業規則第２条第１号に定める者 

(2) 本学の学生、大学院生又はポストドクターであって、本学指導教員の指示に基づき

本学職員の研究活動に参画する又は本学指導教員の監督に従う旨を署名した者 

(3) 前二号に定める者以外の者で、本学の施設・設備・機器などを使用する者のうち、

この規程に従う旨を約した者 

４ この規程において、「部局等」とは、職員等が所属している各戦略室、広報室、法人本

部、各学部、各研究科、図書館、博物館、各機構、学内共同教育研究施設の各センター、

インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。 

５ この規程において、「作製者」とは、成果有体物を作製した職員等をいう。 

（成果有体物の帰属） 

第３条 成果有体物は、原則として本学に帰属する。 

２ 職員等が、本学以外の機関における本学の研究活動により又は本学以外の機関から本学

の研究活動のために提供を受け入れることにより、主体的に創作又は取得した成果有体物

の帰属については、別に約した場合を除き、その機関が定めるところに従わなければなら

ない。 

（成果有体物の管理と利用） 

第４条 成果有体物を創作又は取得した職員等は、その成果有体物を適正に管理しなければ

ならない。 
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２ 成果有体物は、特段の定めがない限り、創作又は取得した時点から成果有体物として取

り扱うものとし、この時点での登録を要しないものとする。ただし、成果有体物の学術研

究上顕著な有効利用のために必要不可欠な情報を一般に公開公表する場合等に届け出る

ことを妨げない。 

３ 本学における研究を目的とした成果有体物の利用は、原則として自由とする。ただし、

次の各号のいずれかに該当する可能性がある場合には、利用させることができない。 

(1) 法令又は本学規則等に反する場合 

(2) 個人のプライバシー又は団体の機密に属する事項が保持されない場合 

(3) その他利用者の管理が不適切である場合 

４ 職員等は、前条第２項の受入れに該当する場合にあっては、当該成果有体物の提供者の

意思に従った利用をしなければならない。 

５ 部局等の長は、本条の規定する成果有体物の管理と利用が適正に行われるために必要に

応じた指導、教育及び監督をしなければならない。 

（成果有体物の提供） 

第５条 職員等が第三者の研究のために成果有体物を提供する場合は、予め部局等の長へ届

け出た後に行わなければならない。ただし、第三者が公法人又は公的研究機関である場合

には、提供後の書面による報告をもって足りるものとする。 

２ 前項の成果有体物の提供は、当該成果有体物の創作又は取得に必要な原材料費及び輸送

費等の直接的に発生する費用（以下「直接費用」という。）があるときは、その費用を第

三者に負担させて提供することを原則とする。 

３ 本学は、前二項の規定により成果有体物の提供を行う場合には、当該成果有体物を用い

た第三者による研究成果の取扱い、守秘義務及び研究目的以外への使用禁止等提供にあた

り必要な事項を取り決めた「研究材料提供契約」を当該第三者と締結する。ただし、部局

等の長が、第三者からの誓約書又は研究者間の協議書等の書面に基づき、提供にあたって

必要な事項についての合意があると認めた場合には、この限りではない。 

４ 本条は、職員等が退職又は異動にあたって、自らが創作又は取得した成果有体物の提供

を本学に求める場合に準用する。 

（成果有体物の産業上の利用） 

第６条 職員等が産業上の利用を目的とする第三者に成果有体物を提供する場合は、本学産

学連携・知的財産センターに協議し、予めその旨の届出書に部局等の長の承認書を付して

学長へ提出し、承諾を得なければならない。 
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２ 前項の成果有体物の提供は、直接費用を上回る対価を得られる場合に実施することを原

則とする。 

３ 本学は、前二項の規定により成果有体物の提供を行う場合には、当該第三者と「研究材

料提供契約」又は「研究材料売買契約」を締結する。 

４ 本学が第２項に規定する対価を得られる場合には、当該対価の一部についてその作製者

に対し、補償金を支払うことができるものとする。 

５ 前項の補償金の支払いは、香川大学知的財産の譲渡等の取扱いに関する細則第７条を準

用する。この場合において、「発明者」を「作製者」と読み替えるものとする。 

６ 前条の定めるところにより成果有体物の提供がなされたにもかかわらず、その提供がな

された後に生じた正当かつ合理的な事情により産業上の利用を目的として当該成果有体

物を利用することになる第三者は、本条第１項の第三者とみなす。 

（秘密の保持） 

第７条 職員等は、成果有体物に関し、既に公表されたもの、公表することが認められたも

の及び秘密を保持する旨の契約の下に特定の者に開示することが認められたものを除き、

その秘密を保持しなければならない。 

２ 職員等は、職務上知ることのできた個人情報又は外部機関の研究成果等について、特段

の取り決めによって正当な理由がない限り、他に漏洩又は提供してはならない。 

３ 前二項の規定は、職員等の退職又は異動後においても適用する。 

（雑則） 

第８条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成17年12月26日から施行する。 

２ この規程の施行日前に創作又は取得し、この規程施行の際引き続き職員等が保有してい

る研究成果有体物は、この規程の施行日に創作又は取得したものとみなす。 

附 則（平成20年４月１日） 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年４月１日） 

この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年４月１日） 

この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年５月１日） 
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この規程は、平成26年５月１日から施行し、平成26年４月１日から適用する。 

附 則（平成28年４月１日） 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条第１項関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

研究成果有体物提供届出書 

      

 

国立大学法人香川大学 

（部局等名）の長      殿 

 

部局等名 

職名    

氏名         印 

 

 

以下の有体物の提供（学術上の利用を目的）に関し、国立大学法人香川大学における

研究成果有体物管理規程第５条に基づき、届け出します。 

 

記 

 

（１）有体物の名称 

（２）無償･有償の別       無償･有償（有償の場合は、直接費用を記入すること。） 

（３）提供理由  

（４）提供月日            平成   年   月   日 

（５）提供相手先等    ○○○○（研究材料提供契約添付） 

（６）その他必要事項 

  

 

      

注意） 

・ 「研究材料提供契約」は、部局等の長が提供にあたって必要な事項の合意があると認めた場合は、第

三者からの誓約書又は研究者間の協議書等の書面に代えることができます。 

・ 学術上の目的の場合は、原則として無償（輸送費等の直接費用は徴する。）となります。 

・ 学外への有体物の提供の状況を把握したいので、本届出書の写しを産学連携・知的財産センターへ提

出いただくようお願いします。 

・ 直接費用とは、「当該成果有体物の創作又は取得に必要な原材料費及び輸送費等の直接的に発生する

費用」です。（研究成果有体物管理規程第５条第２項） 
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様式第２号（第６条第１項関係） 

 

平成  年  月  日 

 

研究成果有体物提供届出書 

      

 

国立大学法人香川大学長 殿 

 

部局等名 

職名    

氏名             

 

 

下記の有体物の提供（産業上の利用を目的）に関し、国立大学法人香川大学における

研究成果有体物管理規程第６条に基づき、届け出します。 

 

記 

 

（１）有体物の名称 

（２）無償･有償の別       無償･有償（有償の場合は、直接費用を記入すること。） 

（３）提供相手先の使用目的 

 

（４）提供予定時期        平成   年   月   日 

（５）提供相手先  

    １）相手先の名称 

２）住所、郵便番号 

３）代表者の役職、氏名 

４）担当者の役職、氏名 

５）電話番号、ファクス、電子メール等 

 

（６）その他必要事項 

  

注意） 

・ 本届出書は、有体物の提供について予め協議した上で、産学連携・知的財産センターへ提出願います。 

・ 本届出書には、部局等の長の承認書を付して提出願います。 

・ 直接費用とは、「当該成果有体物の創作又は取得に必要な原材料費及び輸送費等の直接的に発生する

費用」です。（研究成果有体物管理規程第５条第２項） 
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様式第３号（第６条第１項関係） 

平成  年  月  日 

 

承   認   書 

 

創作／取得責任者 

             殿 

 

部局等の長 

        印 

        

 

貴殿の創作／取得した下記の成果有体物に関し、国立大学法人香川大学における研究

成果有体物管理規程第４条第３項ただし書き各号に該当しないことを確認したので、同

規程第６条に基づく有体物の提供（産業上の利用を目的）について承認します。 

 

記 

 

（１）有体物の名称 

（２）無償･有償の別       無償･有償（有償の場合は、直接費用を記入すること。） 

（３）提供相手先の使用目的 

 

（４）提供予定時期        平成   年   月   日 

（５）提供相手先  

    １）相手先の名称 

２）住所、郵便番号 

３）代表者の役職、氏名 

４）担当者の役職、氏名 

５）電話番号、ファクス、電子メール等 

 

（６）その他必要事項 

 

注意） 

・ 本承認書は、学長への届出書に付して産学連携・知的財産センターへ提出してください。 

・ 有体物の提供にあたっては、別途、研究材料提供契約を締結すること。 

・ 国内法、国際条約及び本学の規程（遺伝子組み換え生物等、動物の輸入届出制度、植物防疫法等）に

該当する場合は、別途、決められた手続きをとること。 

・ 直接費用とは、「当該成果有体物の創作又は取得に必要な原材料費及び輸送費等の直接的に発生する

費用」です。（研究成果有体物管理規程第５条第２項） 
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香川大学共同研究取扱規程 

平成19年４月１日 

香川大学共同研究取扱規程（平成16年４月１日制定）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 香川大学（以下「本学」という。）における共同研究の取扱いに関しては、他の法

令又はこれに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めによるところによ

る。 

（定義） 

第２条 この規程において「共同研究」とは、企業等外部の機関（以下「企業等」という。）

から研究者及び研究経費等を受け入れて本学の教員が当該企業等の研究者と共通の課題

につき、共同して行う研究並びに企業等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受

け入れ、本学及び企業等において共通の課題について分担して行う研究をいう。 

２ この規程において「部局等」とは、各戦略室、広報室、法人本部、各学部、地域マネジ

メント研究科、図書館、博物館、各機構、各学内共同教育研究施設、インターナショナル

オフィス及び保健管理センターをいう。 

３ この規程において「知的財産権」とは、香川大学職務発明規程第２条第１項第１号のこ

とをいい、「発明等」とは同条第２項第２号のことをいう。 

（研究者の受入れ） 

第３条 本学は、企業等に属する研究者を受け入れる場合は、共同研究員として受け入れる

ものとする。 

２ 共同研究員は、企業等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職

のまま本学に派遣される者をいう。 

（共同研究員の研究料） 

第４条 共同研究員の研究料は、香川大学長が別に定める研究料の額とする。 

なお、研究期間が複数年度にわたる場合には、一括徴収又は翌年度以降、各年度ごとに

所定の年額を徴収することができる。 

２ 研究料は、共同研究契約を締結した後、直ちに企業等から徴収するものとする。 

３ 同一年度内において、研究期間を延長することとなる場合には、同一の企業等共同研究

員に係る研究料は、改めて徴収しないものとする。 

４ 既納の研究料は、返還しない。 

（共同研究に要する経費） 
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第５条 本学における共同研究の場合、本学はその施設・設備を共同研究の用に供するもの

とする。 

２ 前項の共同研究の場合、企業等は、共同研究遂行のために、特に必要となる謝金、旅費、

備品費、消耗品費、研究支援者等の人件費及び光熱水料等の直接的な経費（消費税及び地

方消費税を含む。以下「直接経費」という。）を負担するものとする。 

３ 企業等は、前項に規定する直接経費以外に、共同研究遂行上必要となる経費等（以下「間

接経費」という。）を負担するものとする。 

４ 前項に規定する間接経費の額は、直接経費の10％に相当する額とする。 

５ 第１項の共同研究の場合、本学は、必要に応じ、予算の範囲内において、第２項に規定

する直接経費の一部を負担することができる。 

６ 本学及び企業等における共同研究の場合、第１項及び第２項に加え、企業等における研

究に要する経費等は、企業等の負担とするものとする。 

７ 研究経費は、共同研究契約を締結した後、直ちに企業等から徴収するものとする。 

なお、研究経費は研究期間が単年度又は複数年度にわたる場合にかかわらず、一括徴収

又は期限を定めて分割徴収することができる。徴収した研究経費は、研究期間を通じて当

該研究に使用されるものとする。 

（間接経費の免除） 

第６条 前条第３項及び第４項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、間接経費

の一部又は全部を免除することができる。 

(1) 共同研究の相手先が国（国以外の団体等で、国からの補助金等を受け、当該経費に

より共同研究を実施することが明瞭なものを含む。）で、間接経費が措置されていない

場合 

(2) 共同研究の相手先が前号以外の場合で、特に学長が認めた場合 

（設備等の取扱い等） 

第７条 本学における共同研究により、研究の必要上、本学において新たに取得した設備等

は、本学の所有に属するものとする。 

２ 本学及び企業等における共同研究により、研究の必要上、企業等において新たに取得し

た設備等は、企業等の所有に属するものとする。 

３ 本学における共同研究及び本学及び企業等における共同研究で、本学で行う共同研究の

遂行上必要な場合には、企業等から共同研究に要する経費のほか、その所有に係る設備を

受け入れることができるものとする。 

－75－



（研究場所） 

第８条 本学の教員は、本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合に

は、企業等の施設において研究を行うことができるものとする。 

２ 前項の規定により、本学の教員が当該企業等の施設において研究を行う場合は、研究用

務のための正規の出張として手続きをとるものとする。 

（研究成果の公表） 

第９条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとし、その公表の時期・方法

については、必要な場合、学長は企業等との間で協議の上、定めるものとする。 

２ 研究の実施状況等の公表については、必要とするときは前項の規定に基づき適切に行う

ものとする。 

（受入れの手続） 

第10条 共同研究の申込みをしようとする企業等の長は、別紙第１号様式の共同研究申込

書に別紙第２号様式の共同研究計画書を添付して、当該部局等の長（法人部においては、

「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第７条に定める担当理事等」とする。以

下同じ。）に提出するものとする。 

２ 部局等の長は、前項の規定により企業等から共同研究申込書の提出があったときは、当

該共同研究が教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないか部局等内の

適切な審査機関で審査するものとする。 

（受入れの決定等） 

第11条 共同研究の受入れは、企業等の申込みに基づき、部局等の長が決定するものとす

る。 

（受入決定の通知） 

第12条 部局等の長は、共同研究の受入れを決定したときは、別紙第３号様式の共同研究

受入決定通知書により、学長、産学連携・知的財産センター長（以下「センター長」とい

う。）及び企業等の長に通知するものとする。 

（契約の締結） 

第13条 学長は、前条の規定により共同研究の受入決定通知を受けたときは、速やかに企

業等と共同研究契約書により契約を締結するものとする。 

（共同研究の変更） 

第14条 共同研究契約を締結して、共同研究を開始した後に、研究の進展状況に応じ研究

計画を変更する必要が生じ、直接経費等に変更が生じる場合には、その変更内容に応じた
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変更契約を締結するものとする。 

（完了） 

第15条 研究代表者は、共同研究が完了したときは、別紙第４号様式の共同研究による研

究の経過及び成果等を記載した共同研究完了報告書により、速やかに部局等の長に報告す

るものとする。 

２ 部局等の長は、前項の報告を受けたときは、その旨を学長及びセンター長に通知するも

のとする。 

（共同研究の中止又は期間の延長） 

第16条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由が生じたときは、本学及び企業等が協議

の上、当該共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができるものとする。 

（共同研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い） 

第17条 前条の規定により、共同研究を中止した場合において、第５条第２項の規定によ

り納付された研究経費の額に不用が生じたときは、本学は不用となった額の範囲内でその

全部又は一部を企業等に返還することができる。 

２ 本学は、共同研究を完了し、又は中止したときは、第７条第３項の規定により企業等か

ら受け入れた設備を研究の完了又は中止した時点の状態で当該企業等に返還するものと

する。 

（特許出願） 

第18条 学長及び企業等の長は、共同研究に伴い発明等が生じた場合には、迅速に、相互

に通報するとともに、帰属の決定、出願事務等が円滑に行われるよう務めるものとする。 

２ 学長は、知的財産活用本部に、当該発明等の帰属について審議させるものとし、その迅

速な処理に務めるものとする。 

３ 学長又は企業等の長は、本学の教員又は共同研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発

明等を行った場合において、特許出願等を行おうとするときは、当該発明等を独自に行っ

たことについて、あらかじめ、それぞれ相手側の同意を得るものとする。 

４ 学長及び企業等の長は、本学の教員及び共同研究員が共同研究の結果共同して発明等を

行った場合において、特許出願等を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を

締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、企業等の長から特許を受ける権利等を承

継した場合は、学長が単独で出願等を行うものとする。 

（知的財産権の実施） 

第19条 学長は、共同研究の結果生じた発明等につき、本学が承継した知的財産権（以下
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「本学が承継した知的財産権」という。）を企業等又は企業等の指定する者に限り、出願

したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとす

る。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。 

２ 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、企業等との共有に係る知的財産権（以下「共

有に係る知的財産権」という。）を企業等の指定する者に限り、共同研究完了の日から

10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。 

３ 第１項の場合において、企業等若しくは企業等の指定する者が本学が承継した知的財産

権を、第２項の場合において、企業等の指定する者が共有に係る知的財産権を、それぞれ

優先的実施の期間中、一定期間（学長と企業等の長が協議して定めた期間）を越えて正当

な理由なく実施しないとき、学長は、企業等及び企業等の指定する者以外の者に対し、当

該知的財産権の実施を許諾することができることを原則とする。 

４ 学長は、前３項の規定により、本学が承継した知的財産権若しくは共有に係る知的財産

権の実施を許諾したとき、又は共有に係る知的財産権を本学と共有する企業等が実施する

ときは、別に実施契約で定める実施料を徴収することを原則とする。 

（著作権の帰属） 

第20条 データベース及びプログラム（以下「データベース等」という。）の作成を直接

の目的とする共同研究により作成したデータベース等に係る著作権は、本学と企業等との

共有とし、この場合、学長は、著作権の持分について、当該データベース等を作成した教

員及び所属する部局等の長の意見を徴し、企業等と協議の上、適切に定めるものとする。 

（秘密の保持） 

第21条 学長及び企業等の長は、共同研究契約の締結に当たり、相手方より提供又は開示

を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定める

ことができる。 

（雑則） 

第22条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、学長が別

に定める。 

附 則 

この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月１日） 

この規程は、平成20年３月１日から施行する。 

附 則（平成21年４月１日） 
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この規程は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年10月13日） 

この規程は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月１日から適用する。 

附 則（平成25年４月１日） 

この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年４月１日） 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年４月１日） 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年４月１日） 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 
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別紙第 1 号様式 
平成  年  月  日 

部 局 等 の 長  殿 

 
          所在地 

 
                      名称 
 
                      代表者名       印 
 

共同研究申込書 

 

香川大学共同研究取扱規程第 10 条第 1 項の規定に基づき､下記のとおり共同研究を申し込

みます。 
記 

研究題目  

研究の概要 
 

研究の意義・特色  

研究期間  

研究実施場所  

研究担当者 

区分 氏名 所属・職 役割分担 

香川大学    

当該機関    

研究に要する経費の負

担額 

直接経費                                千円 

(消費税及び地方消費税を含む。) 

間接経費                       千円 

共同研究員研究料                   千円 

合  計                       千円 

提供設備等 

(設備名、規格、数量) 

 

その他参考となる事項 
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別紙第 2 号様式 
共  同  研  究  計  画  書 
（共同研究に要する経費） 

 
 

研究題目  
 

平成  年度経費 
 
 

積算内訳 
                                  （金額単位：千円） 

区 分 内 訳 数 量 金 額 
 
研究謝金 

   
 

 
研究旅費 
 
 国内旅費 
 
 外国旅費 
 

   
 

 
研 究 費 
 
 備 品 費 
 
 消耗品費 
 
 賃  金 
 
 光熱水料 
 
 そ の 他 
 

   
 

間接経費 
   

共同研究員研究料 
   

合  計 
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別紙第 3 号様式 

 

 

平成  年  月  日 

    

学   長 

  産学連携・知的財産センター長 

  企業等の長          殿 

 

 

 部 局 等 の 長   印 

 

 

共同研究受入決定通知書 

 

 

平成  年  月  日付けで申込みのあった下記の共同研究について、受入れ

を決定したので通知します。 

 

記 

 

研究題目  

研究の概要 
 

研究期間  

研究実施場所  

研究担当者 

区分 氏名 所属・職 役割分担 

香川大学    

当該機関    

研究に要する経費 

直接経費                                           千円

間接経費                          千円

共同研究員研究料                      千円

合  計                          千円

提供設備等 

 

その他参考となる事項 
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別紙第 4 号様式 

平成  年  月  日 

   

 部 局 等 の 長  殿 

 

              研究代表者 

 所属・職名 

 氏   名            印 

 

 

 

共同研究完了報告書 

 

平成  年  月  日付けで、受入れの決定を承認された共同研究について、

下記のとおり完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

1 研究題目 

 

2 研究の経過及び成果 

 

3 研究に要した経費         円（内訳書別紙のとおり） 

 

4 その他参考となる事項   
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香川大学受託研究取扱規程 

平成19年４月１日 

香川大学受託研究取扱規程（平成16年４月１日制定）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 香川大学（以下「本学」という。）における受託研究の取扱いに関しては、他の法

令又はこれに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規程において「受託研究」とは、学外からの委託を受けて職務として行う研究、

調査、試験、分析及び製作（以下「研究」という。）で、これに要する経費を委託者が負

担するものをいう。 

２ この規程において「部局等」とは、各戦略室、広報室、法人本部、各学部、地域マネジ

メント研究科、図書館、博物館、各機構、学内共同教育研究施設の各センター、インター

ナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。 

３ この規程において「知的財産権」とは、香川大学職務発明規程第２条第１項第１号のこ

とをいい、「発明等」とは同条第２項第２号のことをいう。 

（受入れの基準） 

第３条 受託研究は、当該研究が本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に

支障がないと認められる場合に限り受け入れることができる。 

（受入れの条件） 

第４条 受託研究の受入れの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。ただし、委託者から中止

の申出があった場合には、委託者と協議のうえ、決定する。 

(2) 受託研究の結果生じた知的財産権は、原則、本学に帰属し、これを無償で使用させ、

又は譲与することはできない。 

(3) 受託研究に要する経費により取得した設備等は、本学に帰属するものとする。 

(4) やむを得ない理由により受託研究を中止し、又は研究期間を延長する場合、本学は

その責を負わないものとし、この場合、委託者にその事由を書面により通知する。また、

受託研究を完了し、又は受託研究を中止し、もしくはその期間を変更した場合において、

受託研究に要する経費の額に不用が生じ、委託者から不用となった額について返還の要

求があった場合は返還する。ただし、委託者からの申出により中止する場合には、原則

として受託研究に要する経費は返還しない。 
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なお、中止の理由が本学が受託研究を履行できないことによる場合は経費は返還する。 

(5) 委託者は、受託研究に要する経費を、原則として当該研究の開始前に納付するもの

とする。 

(6) 委託者は、受託研究に要する経費を、受託研究契約を締結した後、直ちに納付する

ものとする。 

なお、研究経費は研究期間が単年度又は複数年度にわたる場合にかかわらず、一括徴

収又は期限を決めて分割して徴収することができる。徴収した研究経費は、研究期間を

通じて当該研究に使用されるものとする。 

（受託研究に要する経費） 

第５条 受託研究の委託者が負担する経費は、謝金、旅費、備品費、消耗品費、研究支援者

等の人件費、研究室料及び光熱水料等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額（消

費税及び地方消費税を含む。以下「直接経費」という。）及び当該研究遂行に関連し、直

接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額（消費税及び地方消費税を含む。以下「間

接経費」という。）の合算額とする。 

２ 前項の規定による間接経費は、直接経費の30パーセントに相当する額とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、間接経費の一部又は全部を免

除することができる。 

(1) 委託者が国（国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を

委託することが明確なものを含む。）で、間接経費が措置されていない場合、又は第２

項に規定する額が措置されていない場合 

(2) 委託者が前号以外の場合で、特に学長が認めた場合 

（受入れの手続） 

第６条 受託研究の申込みをしようとする者は、別紙第１号様式の委託研究申込書を当該受

託研究を行う部局等の長（法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関

する規程第７条に定める担当理事等」とする。以下同じ。）に提出するものとする。 

２ 部局等の長は、前項の規定により受託研究の申込みがあったときは、当該受託研究が教

育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないか部局等内の適切な審査機関

で審査するものとする。 

（受入れの決定） 

第７条 受託研究の受入れは、委託者の申込みに基づき部局等の長が決定するものとする。 

（受入決定の通知） 
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第８条 部局等の長は、受託研究の受入れを決定をしたときは、別紙第２号様式の受託研究

受入決定通知書に研究経費算定内訳書を添付して、学長及び産学連携・知的財産センター

長（以下「センター長」という。）に通知するとともに、別紙第３号様式の受託研究受入

通知書により、委託者に通知するものとする。 

（契約の締結） 

第９条 学長は、前条による通知を受けたときは、速やかに受託研究契約書により委託者と

の間で契約を締結し、その旨をセンター長及び当該部局等の長に報告するものとする。 

（研究の中止又は期間の延長） 

第10条 研究担当者は、当該研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じた場合は、

直ちに当該部局等の長に報告するものとする。 

２ 部局等の長は、前項の報告により受託研究の遂行上やむを得ないと認めた場合は、これ

を中止し、又はその期間を延長することを決定する。 

３ 部局等の長は、前項の中止又は期間の延長を決定したときは、別紙第４号様式の受託研

究中止（期間延長）決定通知書により、その決定内容を学長及びセンター長に、通知する

ものとする。 

４ 部局等の長は、第２項の中止又は期間の延長を決定したときは、この旨を研究担当者及

び委託者にそれぞれ通知するものとする。 

５ 受託研究期間の延長を決定したときは、学長はすみやかに変更契約を締結するものとす

る。 

（研究完了の手続等） 

第11条 研究担当者は、当該研究が完了したときは、研究成果を部局等の長に報告するも

のとする。 

２ 部局等の長は、前項の報告を受けたときは、学長及びセンター長に、研究の完了を通知

するとともに、委託者に成果の報告を行うものとする。 

（成果の公表） 

第12条 受託研究の成果を公表するときは、その成果の公表の時期及び方法について、学

長は委託者と協議するものとする。 

（知的財産権の帰属） 

第13条 学長は、受託研究に伴い発明等が生じた場合には、帰属の決定、出願事務等が迅

速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。 

２ 学長は、知的財産活用本部に、当該発明等の帰属について審議させるものとし、その処
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理に当たっては、迅速に努めるものとする。 

（知的財産権の実施） 

第14条 学長は、受託研究の結果生じた発明等につき、本学が承継した知的財産権（以下

「本学が承継した知的財産権」という。）を委託者又は委託者の指定する者に限り、出願

したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとす

る。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。 

２ 前項の場合において、委託者若しくは委託者の指定する者が知的財産権を優先的実施の

期間中、一定期間（学長と委託者が協議して定めた期間）を越えて正当な理由なく実施し

ないときは、学長は、委託者及び委託者の指定する者の意見を聴取の上、委託者及び委託

者の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができることを原

則とする。 

（実施料） 

第15条 学長は、前条の規定により、本学が承継した知的財産権の実施を許諾したときは、

別に実施契約で定める実施料を徴収することを原則とする。 

（著作権の帰属） 

第16条 データベース及びプログラム（以下「データベース等」という。）の作成を直接

の目的とする受託研究により作成したデータベース等に係る著作権は、本学と委託者との

共有とすることができるものとする。この場合、学長は、著作権の持分について、当該デ

ータベース等を作成した教員及び所属する部局等の長の意見を徴し、委託者と協議の上、

適切に定めるものとする。 

（秘密の保持） 

第17条 学長及び委託者は、受託研究契約の締結に当たり、相手方から提供若しくは開示

を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めること

ができる。 

（医薬品及び医療用具並びに病理組織検査、病理解剖に係る受託研究） 

第18条 医薬品及び医療用具並びに病理組織検査、病理解剖に係る受託研究の取扱いにつ

いては、別に定めるところによる。 

（雑則） 

第19条 この規程に定めるもののほか、受託研究の実施に関し必要な事項は、学長が別に

定める。 

附 則 
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この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月１日） 

この規程は、平成20年３月１日から施行する。 

附 則（平成21年４月１日） 

この規程は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年10月13日） 

この規程は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月１日から適用する。 

附 則（平成25年４月１日） 

この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年５月１日） 

この規程は、平成26年５月１日から施行し、平成26年４月１日から適用する。 

附 則（平成28年４月１日） 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年４月１日） 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 
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別紙第 1 号様式(第 6 条関係) 

平成  年  月  日 

   部局等の長  殿 

 

 住所  
 名称  
 代表者名            印 

 

委託研究申込書 

 

 香川大学受託研究取扱規程第 6 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり委託研究を申し

込みます。 

 

記 

 

研究題目 
 

 

研究目的 
 

 

研究内容 
 

 

研究経費 

 

          円(消費税及び地方消費税を含む。) 

 (内訳) 

   直接経費      円 

   間接経費      円 

  

研究期間 

 

 

 

希望する研究担当者 
 

 

研究用資材、器具等の提供 
 

 

その他 
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別紙第 2 号様式(第 8 条関係) 

平成  年  月  日 

学  長 

産学連携・知的財産センター長 殿 

 

                              部局等の長   

 

受託研究受入決定通知書 

 

 下記のとおり委託研究を受け入れたので、委託研究申込書を添えて通知します。 

 

記 

 

1 研究題目 

 

2 委託者の氏名 

 

3 研究目的 

 

4 研究内容 

 

5 研究に要する経費              円 

                (内訳) 

                 直接経費              円 

                 間接経費              円 

                  経費の内訳は、別紙研究経費算定内訳書のとおり 

 

6 研究予定期間 

 

7 研究担当者 

 

8 その他必要な事項 
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別紙 

 

研究経費算定内訳書 

 

研究題目 

 

委託者の氏名 

 

研究経費            円(消費税及び地方消費税     円を含む。) 

 

内訳 

事  項 金  額 算定根拠 

直接経費 

  研究謝金 

  研究旅費 

  研究費 

      備品費 

      消耗品費 

      賃金 

      光熱水料 

      その他 

 

 

 

 

 

 

 

                     

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間接経費   

合 計 
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別紙第 3 号様式(第 8 条関係) 

平成  年  月  日 

 

  委託者  殿 

  

 

                         部局等の長        印 

  

 

受託研究受入通知書 

 

 平成  年  月  日付けによる委託研究の申込みについては、下記のとおり受入さ

せていただきますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1 研究題目 

 

  

 

2  受託経費                    円 

 

  

 

3  その他 
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別紙第 4 号様式(第 10 条関係) 

平成  年  月  日 

 

学   長 

産学連携・知的財産センター長 殿 

  

                             部局等の長    

  

 

受託研究中止(期間延長)決定通知書 

 

 平成  年  月  日付けで受入れを決定した受託研究については、下記のとおり中

止(期間延長)することを決定したので通知します。 

 

記 

 

1 研究題目 

  

 

2 委託者の氏名 

  

 

3 当初の研究期間 

  

 

4 中止する日又は延長する期間 

  

 

5 中止又は延長する理由 

  

 

6 その他 
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http://www kagawa-u ac jp/ccip/images/ - /policy pdf

http://www kagawa-u ac jp/ccip/images/ - /management pdf
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http://www kagawa-u ac jp/ccip/images/ - /tetsuzuki pdf

http://www kagawa-u ac jp/ccip/images/ - /managementqanda pdf

（地域・産学官連携推進グループ）
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